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日程第 1 行政一般通告質問

開 議午前 10時 o2分

0議長(飯田義男君} 本日の出席議員数 26名、乙れより第 3回市議

会定例会第 2日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元lζ配付の日程表lとより行います。

行政一般通告質問

。議長(飯田義男君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問を

行います。

締め切り日の 9月 6日正午までに提出のありました議員、要旨及びそ

の順序はお手元lζ 配付のとおりであります。

乙れより順次質問を行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他民関連

質問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間

外、再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

これより順次発言を願います。

1番議員脇田安保君。御登壇願います。

( 1番議員脇田安保君登壇)

01番(脇田安保君) 私は、さきに通告しでございます 3点にわたり

まして、御質問申し上げます。

第 1点、消費生活コーディネーター制度について、第 2点、急傾斜地

災害対策について、第 S点として、道路行政についてであります。

まず、第 1点、消費生活コーディネーター制度についてであります。

最近、かたり商法、デート商法、催眠商法など、消費者の知識不足や

財テクブームに便乗した悪徳商法の横行が大きな社会問題となっている。

8月 31日付の房日新聞にも「お年寄り被害防止」と題して、悪徳商法

などの対応を指導という、乙れに徹した記事が掲載されました。乙れに

よりますと、 9月 1日より 1ヵ月間にわたり長寿社会対策推進月間とし

てさまざまな事業が繰り広げられ、そして同月聞は老入金狙った悪徳商
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法が多発し、社会問題となったため、乙うした犯罪から老人を守る狙い

で県警本部が敬老の日のある 9月を強調月間として設けた。地域におけ

る高齢者を保護し、活力あるシルバーライフの確立などが趣旨となって

いるという内容になっています。乙れはお年寄りを主体とした被害防止

がテーマになっております。

また、他の地域での取り組み方を見てみますと、家庭を守る主婦令主

体とした柏市の例告とってみますと、悪徳商法等から市民を守るための

消費生活コーディネーター制度を発足させて、市民の話題となっている

という乙とであります。乙れは市内各地域から選出された市民みずから

. が地域に密着した消費者防衛手段を講じていくとともに、市と消費者と

のパイプ役としても活躍してもらおうというもので、一般市民が消費者

行政の一部をになうという試みがあります。

きて、乙のコーディネーター制度の役割は、 1、霊感商法、ネズミ講、

海外商品先物取引など、いわゆる悪徳商法による被害相識を受け付け、

助言したり、市の専門相談員民連絡をとり、問題解決を図る、 2、悪質

訪問販売など、担当地域の情報をキャッチし、未然防止に努める、 3、

町内会や婦人会単位で消費者講座や手賀沼浄化のための洗藩講習会など

の企画実施、 4、市民の声を行政lζ反映させるため、消費生活に関する

アンケート調査、聞き取り調査を行うなどの活動を推進するものであり

ます。

そ乙で、当市においても、乙うした制度化した対策を考えていったら

よいと思うのですが、乙の点についての所見をお伺いいたします。

また、乙うした消費者としての意識を学生の生活感覚に取り入れよう

という試みを実施している地域もあります。乙の例は、愛知県の東海市

です。まず、申学生が悪徳商法にひっかからないための副読本を作成し

まして、乙れに対して 6月末から市内の全 6申学校で弁護士を講師iζ 講

座も開催しました。こうした中学生を対象にした啓発用副読本作成と講

座は全国でも初の試みで生徒も熱心に公聴し、大きな反響を呼んだとい

う乙とであります。

今、私の手元にあります「ピー・ケアフル」、乙れは東海市の出され

たものですけれども、乙乙 lζ 「確かな目でうまい話の裏を見抜乙う」、
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乙れは東海市の中学生に配られた副読本であります。 B5版で 12ペー

ジで、悪徳商法被害防止のノウハウがイラストや漫画入りでまとめであ

ります。内容は、まず悪徳商法にひっかからないための 6カ条として、

簡単に書くな署名、押すな印鑑、契約書はじっくりと読もうとか、一人

で決めずに家族や知人にまず相談など、 6つの心得をイラスト入りで説

明しています。次民、若者を狙った悪徳商法として、 5つの事例を紹介

したり、大変わかりやすくできております。

きて、そ乙で質問でありますが、乙のような中学生の消費者としての

意識教育について当局はどのように考えますか。また、乙うした申学生

対象の副読本を作成してみてはどうかと思いますが、その点についても

どうお考えですかお答え願いたいと思います。

次lと、急傾斜地災害対策についての質問であります。

御承知のように、乙としの気象状況は大変に異常であります。一部で

いわれているエルニーョ現象による影響は私たちの身近な災害としてあ

らわれてきております。特l乙、最近県内を襲った集申豪雨による被害は、

死傷者 11名、住宅被害 375戸、道路損壊 571カ所、がけ崩れ 26 

1カ所と豪雨による被害が大きく報道されておりますが、今まで安全で

あった場所でも雨の量や地質の関係で崩れやすく変わってきている地域

も見受けられるようであります。

そ乙で、私は、乙ういった異常気象tζ準じて市内全地区の危険箇所を

再確認していく乙とや、災害の型が変わってきている上、それに応じた

非難体制を改めて見直していく必要があろうかと思います。乙れに対す

る質問でありますが、第 1点は、市内における急傾斜地の危険箇所は現 ' 

在どのように把握されておりますか、まず質問いたします。

第 2点としては、乙れらの危険笛所の住家の人たちは対して、危険発

生の情報の伝達など、どのような方法で行っておりますか。

第 3点として、非難場所についてですが、乙れは災害の種類によって、

変わってくるものと思いますが、乙の点どのように検討されていますか。

以上、乙の 3点について御質問いたします。

次lζ 、道路行政についての質問でありますが、バイパスの工事が進む

につれて車の流れが大変に変わってきていると思います。つまり、パイ
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パスができた乙とにより流れてくる車がふえ、既存の道路では狭過ぎる

ので危険だと思われる箇所が数カ所自につきます。

まず、船形川名 373番地付近の道路ですが、JlI名から船形へ抜ける

道路は最近特lと車の数がふえて、地元の住民も今までの道路では狭過ぎ

て、交通事故発生の危険性があるとして道路拡幅の希望の多いと乙ろで

あります。次に、館山木材市場付近の道路も、バイパスから進入してく

る車が大変に多いところであります。以上の 2カ所の道路の混雑する事

情について当局はどのように把握告しておりますか、御説明願いたいと

思います。

以上、大きく 3点にわたり御質問を申し上げました。御答弁によりま

して、再質問をさせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君) 脇田議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、消費生活コーディネーター制度についてでございます。

当市におきましては、昭和 59年 4月より消費生活コミュニティリー

ダー 16名を委嘱し、消費生活lζ 関する住民意識を的確に把握し、消費

生活の安定を図り、 「賢い消費者になろう」をスローガンに、生活教室

等を開催し、活動していると乙ろでございます。

また、消費者対策として、昭和 61年 4月より消費生活苦情相談員lと

より消費者の苦情処理に努めていると乙ろでございます。

続きまして、 1と2につきましては、教育長から御答弁を申し上げま

す。

大きな第 2点、急傾斜地災害対策についてでございます。

まず、第 1点、本市の急傾斜地危険箇所についてでございますが、乙

れは県で定めております災害防止区域lζ係る緊急災害対策要綱に基づき

毎年、館山土木事務所、安房支庁総務課、館山消防署、市建設謀、農林

水産課及び社会開発課の担当職員 lとよりまして、現地調査を実施してい

ると乙ろでございます。その結果、現在、市内では館山市地域防災計画

に明示してございますが、 33ヵ所が急傾斜地危険箇所とされているわ

けでございます。

第 2点の、急傾斜地危険区域lと対する災害の情報伝達方法についてで
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ございます。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定lとよ

りまして、本市地域防災計画に明示しであるわけでございますが、防災

行政無線、広報車等により巡回広報を行うほか、必要に応じ警察署、パ

トロールカ一、消防車等のサイレンを用いて伝達し、緊急を要する場合

は直接電話はより伝達金行うよう定めております。

急傾斜地危険箇所につきましでも、同様の方法で対処してまいりたい

と考えております。

第 3点、避難場所についてでございます。館山市地域防災計画に明示

しでございますが、避難予定場所は 39ヵ所でございます。

避難予定場所の設定にあたりましては、各地区人口をもとに、関係住

民が混乱もなく速やかに避難できるよう、収容可能な場所、経路等を考

慮いたしまして、風水害避難場所、地震避難場所及び津波避難場所を設

定しでございます。

次lζ 、大きな第 3点、道路行政についてでございます。

その第 1点、川名地区の道路の件でございますが、本路線は川名岡地

内を通過する市道 3069号線でございますけれども、館山バイパスの

部分供用に伴い、交通の流れに変化が生じているのは事実でございます。

しかしながら、御質問の路線につきましては、周辺の道路状況及び土地

利用状況を勘案しますと、特に緊急性の高いものではないと思われます

ので、関係住民の方々の御理解を得ながら、将来的に整備してまいる所

存でございます。

第 2点の、館山木材市場付近の市道の改良についてでございますが、

本路線は高井地内を通過する市道 1125号線でございますけれども、

館山バイパスと国道 128号とを連絡する重要な路線となっており、バ

イパス関連道路として整備計画lζ取り入れているところでございます。

現在、各地権者の方々の協力を得るため交渉を重ねており、用地取得が

完了後、なるべく早い時期lζ工事に着手したいと考えております。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原 修君登壇)

O教育長(福原 修君) お答えいたします。

大きな 1の小さな 1一一一実質的には 2の質問でございますけれども、
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申学生の消費者としての意識教育についてどのように考えますかという

ような御質問でございますが、現在、消費者としての意識教育はっきま

しては、申学校第 3学年の社会科、公民的分野等におきまして、消費者

としてのあり方や、正しい知識についての基本的な指導をしております。

小さな 3でございますけれども、中学生対象の副読本を作成してはど

うかというような御質問でございますが、現在のと乙ろ、教科書及び視

聴覚教材などの指導資料で充足しておりますので副読本の作成について

は考えておりません。

以上でございます。

o 1番(脇田安保君) ただいま市長さんから御答弁ございましたが、

いま少し詳細にわたって数点再質問させていただきます。

最初に、消費者に対しての質問ですが、館山消費生活コミュニティリ

ーダーの役割や活動については理解いたしましたが、賢い消費者づくり

という点から見ますと、悪徳商法、訪問販売、またはマルチまがい商法

など、なかなか対処し得ない人たちが多いわけであります。

例えば、私の家の近くで起きた乙とですが、あるとき Aさんが、 2人

の男が来まして、消火器の点検に来ましたと言い、その設置場所等を物

色し、消火器を設置しである場所を見つけまして、有効期限が大分きて

いるという乙とで、 「乙の消火器は使用不能です。新しく買いかえなけ

ればいけない j と言ったそうです。ぞう乙う話をしているうちに、もう

1人隣の家から来まして、隣では購入したという話し方でしたので、 A

さんも携が買いかえたのでという気になり、うちの主人が帰ってきてか

ら相談してというふうな話でしたけれども、あす、来てくださいという

ことであったんですけれども、きょうでなければいけないとセールスに

来た方たちから無理やりに買わされたという例もございます。

， I また、私の耳lと入った例でありますけれども、キャッチセールという

商法があるそうなんですけれども、道路上で出会った知らないセールス

マンに、電気製品を買わされたという話もあります。乙のとき市の苦情

相談員lζ持ち込みましたら、何らの解決もきれなかったという乙とです。

でありますので、地域のコミュニティリーダーに乙のような苦情に対し

て力をつけていただきたいと思うのですが、どのような方策があります
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か、乙の点お尋ねいたします。

0経済部長(安西良一君) ただいまの件でございますけれども、問題

が 2つ考えられると思うんです。すなわち消費生活コミュエティリーダ

ーによります事前の指導といいましょうか、そういう方法がございます。

乙れはリーダー研修の申でもやっておりますし、またリーダーを含めま

して各地域ごとに毎年乙ういったものを含めましていろいろ研修会を開

いているわけでとぎいます。

具体的に申し上げますと、 62年度の例でございますが、船形で、訪

問販売の被害を防ぐという乙とで、県の指導員を招きまして地域の皆さ

ま方とともにそういう勉強会を開いております。ぞれから、 61年度に

はやはり富崎でそのような方法で実施しております。乙れは市の民生部

環境生活課とともに阿部波満きんを招きまして、一緒tζ実施しておりま

す。ぞれから、同じく北条地区では、八幡青年館におきまして悪纏商法

についてという乙とで市の商工観光課の崎員が指導をしております。神

戸がやはり 61年度やっております。 62年度色神戸はたしかやってい

ると思います。大体、そういうととで、毎年のように各地域ごとにそう

いう方法で苦情相談のリーダーあるいは地域住民は対して研修会を聞い

ておるという乙とが 1点。

それから、館山市におきまして、苦情相談員によります事後処理とい

いましょうか、毎月第 1木曜日、第 3木梅田、月 2固にわたりまして、

相談員が市で皆さま方の御相談lζ応じ、そして具体的にその用件を聞き

まして問題を処理しでございます。 62年度の例で申し上げますと、全

体件数で 15件ございます。特殊販売によるものが 15件でございます

が、これはいわゆる訪問販売によるものが 9件、それから通信販売によ

るものが 1件、マルチによるものが 1件、その他によるものが 4件とい

う乙とで、合計 15件でございます。金の支払い方法等tζ つきましては、

現金払いが 5件、自社割賦といいましょうか、ぞれが 1件、 3者以上に

よるものが 6件、その他によるものが 1件、内容がわかりませんが 2件

ございまして、合計で 15件というような乙とでございます。これらは

っきましては、その相談の内容でございますが、品質あるいは機能の問

題に関するものが 3件、価格、制金lζ 関するものが 1件、契約一一解約
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の問題、乙ういったものが 7件ございまして、その他が 1件、合計で 1

2件のものが解決しでございます。そういうような乙とでかなりの成果

が上がっておるというように考えております。

以上でございます。

01番(脇田安保君) ただいま御答弁いただきましたけれども、乙の

種の問題でありますが、 12件解決済みという乙とであります。私が、

受けた方なんですけれども、先ほど話しましたように、苦情相談員 lζ 相

談lと伺ったときは、すでに話がこじれてどうする乙ともできない状態の

人も多くあるわけでございまして、そうした点から考えますと、問題が

発生する前に未然lζ 防いでいくことが最も大事な乙とだと思います。

そ乙で、質問ですが、現在、市内の申学校では、消費者教育授業が実

臆されているとの乙とでありますけれども、具体的にその授業内容を御

説明願いたいと思います。例えば、どのくらいの時間帯でやっているの

か、あるいはどのような種類の教材を使用しているのか、その内容をお

尋ねいたします。

0教育長(福原 修君) お答えいたします。

申学校における消費者教育につきましては、先ほども申し上げました

とおり、社会科の公民的分野において行っておりますが、その申の「私

たちのくらしと経済Jという項目がございまして、 1、消費生活と経済

の仕組み、 2、職業と生産活動、 3、国民生活と財政、 4、国民生活の

安定と福祉の増大、乙ういうような項目にわたって教育をしております。

そして、その 4の国民生活の安定と福祉の増大の申の第 2項目、消費

生活の向上というと乙ろがございまして、特lζ 消費者問題を取り上げま

して、有害商品が世の申lζ 流れている、あるいは欠陥商品が世の申に流

れている、あるいは誇大な宣伝に乗らないようにしなさいとか、あるい

は企業の競争によって価格が下がるはずなのに下がらない、高い価格で

売られている場合があるとか、乙ういうような乙とを具体的に説明いた

して教育を行っております。

ぞれ以外にも、新聞のスクラップ、それから映画一一16ミワのフィ

ルムでございますけれども、 「訪問販売の被害を肪ぐ」一一一項目として

は、クーリングオフ、クレジット、公民権、それにピデオテーフ。等の教
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材を使っています。ビデオテープの教材といたしましては、 「子供の乙

づかい」、 「子供の言い分J、 「乙づかいがほしい」、あるいは「キャ

ッシュレス時代の子供たち」、 「お金と小学生」、 「キャッシュレス時

代の子供たち一一一いまなぜクレジット教育か j 、乙ういうようなピデオ

テープを使いまして、正規の授業あるいは特別活動等において、いろい

ろと消費者生活につきましての教育を行っているわけでございます。

乙のような立場から、消費生活の基本的な知識は十分lζ教えられてい

るものと考えているわけでございます。以上でございます。

o 1番(脇田安保君) ただいまの説明でよくわかりましたが、やはり

今後とも消費者教育という乙との内容を充実していく必要が一一あらゆ

る方面で行われているそうですけれども、その点について必要があると

思います。

これからですけれども、乙れ以上、先ほど私が申し上げましたけれど

も、専門の講師とか、あるいは消費者教育lζ対しての知識の豊富な方を

招いて教育していく方法についてはどのように考えておられますか。そ

の点お聞かせ願いたいと思います。

。教育長(福原 修君) お答えいたします。

今後、消費者教育はっきましてどのような考え方があるかという乙と

でございますけれども、現在の教育課程が改善される予定でございまし

て、小学校は昭和 67年度から正式に実施される予定でございますが、

来年度から移行課程に入ります。特に、乙ういうような子供たちが社会

との関係、あるいは自然との関係、その申で子供たちはどのような生き

方をしたらいいか、社会的な生活のためにはどのような習慣を身につけ

たらよろしいか、どのような技能を身につけたらよろしいかというよう

な乙とをいろいろ考えまして、小学校の 1、 2年の社会科と理科を改善

いたしまして生活科というような科が新しくつくられまして、より一層

現実の社会lと生きている子供たちの生活感覚というものを養成しようと

努力をいたしております。

そのほか、申学校の社会科の公民的分野等も、消費生活の重要性巻よ

り一層認識するように、あるいは技術家庭をいろいろと改善する等、い

ろいろな立場で消費生活、経済生活の申で生きていく子供たちのあり方
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につきましでも、より一層の教育がなされる予定でございます。

そういうような状態でございますので、脇田議員の主張されるとおち、

消費生活の教育の重要性というものは、私たちも十分認識しておりまし

て、今後とも努力していきたいと考えているわけでございます。

以上でございます。

o 1番(脇田安保君) 今までいろいろ御答弁を賜りましたんですけれ

ども、先進地で使用している副読本のお話ですけれども、現在、考えら

れておらないそうでありますが、今後、ぜひともこの課題について検討

していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

' 次lζ移ります。急傾斜地災害対策について、ただいま 3点ゆたりる

る御答弁がございましたが、市民の生命の安全を守るために正しい情報

告速やかに伝達するという乙とが私は大変大事な対策になると思います。

先月の大雨により土砂崩れで死者 2名を出した木更津市では、防災体

制をひいていたにもかかわらず、県のがけ崩れ情報が住民によく伝達さ

れなかった乙とが明らかになったといわれております。また、部局間の

連絡の不手際をはじめ、当時の状況に対して同市災害対策本部の認識が

甘かったと指摘される声も出ておるようです。また、岡市ばかりでなく、

県内各市町村とも防災対策時の対応を改めて見直す必要があるように私

は思います。

乙れらの状況を考えますと、危険箇所の住家に 1戸ずっ防災無線を貸

与するようにしたら被害が最小限で済むのではないかと思います。また、

よく耳にする乙とですが、防災無線が簡乙えないという話をよく耳にす

るんですけれども、この防災無線が聞乙えない地域は市全体で何%にあ

たるものでしょうか。あるいは、何地域が難聴地域にあてはまるのでし

F ょうか。その 2点、お伺いいたします。

i 0民生部長(小幡清之君) まず、 2番目の方の、市内で聞乙えない地

区が何地区ぐらいかという御質問からお答えしてまいりたいと思います

が、御案内のように防災行政無線は津波対策を第一lζ考えて設置しでご

ざいまして、それと発災後の非難場所lと対して情報の伝達という乙とを

、 的確に行うようにというような配患のもとに設置してあるわけでござい

5 ますが、そういった関係で内陸部に一部聞乙えない地区もある乙とは確
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かだと思います。乙れはあくまでも推定でございますが、九重、館野、

豊房、神戸あるいは館山のごく一部、那古のごく一部というようなこと

で、区の数lとして大体 20%近くが難聴といいますか、聞こえない区域

ではないかと推定しておるわけでございます。

それから、第 1点目の、危険箇所の各戸lζ戸別受信機を配置できない

かという御質問でございますが、子局で足りない分は各自主防災会長さ

ん、あるいは区長さん、町内会長さん宅に子局を補完する意味で配置し

であるわけでございますが、特に、急傾斜地の危険箇所、その申でも崩

壊危険区域といいますか、県で指定を受けたそういう地区はっきまして

は、関係住民と協議の上、要望があれば検討してまいりたい、乙のよう

に考えております。

以上でございます。

01番(脇田安保君) 防災無線の各戸の乙とについては了承いたしま

したが、先ほどの簡乙えない地域でありますけれども、といいますのは、

最近では 8月の 12日でしたか、午後 2時ごろ震度 4の地震が館山市で

もございました。そのときに、私の聞いた範囲では、ちょうど今の防災

無線のシステムでは、地震発生時lζ 自動的にテープが駆動して注意を呼

びかけるシステムだそうでありますけれども、そのシステムの間乙える

範囲の人は、地震が起きたときには動揺が先にたちますので、火の元と

いうととが忘れがちになるわけです。そ乙 lζ 防災無線から注意を呼びか

けるという乙とは、認識を新たにするわけです。そういう点でやはり聞

乙えない地域lと今後防災無線を新設する考えはございますか。その点お

聞きいたします。

。民生部長(小幡清之君) 津波対策金最重点としましての防災行政無

線の設置が 62年度で一応当初の計画が終わったわけで、終わったばか

りでございまして、今後それをさらにふやしていくかというととは、今

後の課題としてまいりたいと考えております。

01番(脇田安保君) 私は、あらゆる災害に対して的確な情報が早く

わかる乙とが人命を守るという点から、またあるいは被害や混乱一一寸育

報の乱れによって混乱を来たすわけですけれども、混乱を最小限度忙し

ていくということが大変に大事な施策と思います。ぜひ、パンザマスト
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にしても戸別の防災無線lとしても前向きに検討唱をお願いしたいと思いま

す。

続きまして、市道の質問でありますが、川名地区の住民との協議とい

うことでありますけれども、やはり道路の道幅が狭い、安全対策も施さ

れてない箇所が数カ所見受けられるわけです。安全対策というのは、ガ

ードレール、あるいはカーブミラー等、接触があったときに私もそ乙金

通たわけですけれども、その点で道幅が拡幅される前lζ 、交通事故を起

乙きないためにも安全対策方をぜひ行っていただきたい、乙の点要望し

ておきます。

次lと、館山木材市場付近の道路ですけれども、乙れは非常lと重要な道

路だそうでありますが、バイパスと 128号線金結ぶ道路でありますか

ら……。 1年ぐらい前から思えば、交通量が倍以上位ふくれあがってい

るわけです。それで、バイパスが 64年度lζ 全線開通というようなお話

も伺っておるんですけれども、そうなりますと、やはり運転者の心理と

して、渋滞は避けてスムースに通れる道路を選ぶのが運転をしている人

たちの心理だと思うんです。そうしますと、高井の神社付近の道路は今

以上に危検きわまりないと思うんです。ですから、ぜひとも 64年のバ

イパスの開通に間に合うように改良をしていただきたい乙とを要望して、

私の質問を終わります。

0議長(飯田義男君) 以上で、 1番議員脇田安保君の質問を絡わりま

す。

次、 3番議員田沢勝信君。御登壇願います。， ( 3番議員田沢勝信君登壇)

03番(田沢勝信君) 私は、すでに通告しであります館山駅周辺の整

備事業に関する諸点についてお伺いいたしたいと思います。

まず、最初に第 1点目は、館山駅西口地区土地区画整理事業lζ 関して

でございます。

振り返ってみますと、私ども議会に議席をいただき、 58年 6月の初

めての一般質問をいたしたわけでありますが、その際、西口地区土地区

画整理事業の事業認可について、当初は昭和 60年度として目標が示さ

れたわわけであります。その後、さまざまな努力の経過を経て、 63年
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3月lζ都市計画決定を経て今年度lζ事業認可、そして来年度には換地設

計、そして換地決定も具体的な事業着手になろうかと思うわけでありま

すが、当初目標から申し上げるならば、約 3年ほどの遅れがあるわけで

あります。市民のコンセンサスに意を用いたため、そのため遅れたと理

解するものでありますが、駅前周辺整備事業としては初めての本格的な

事業として、その市民の期待感も強いものがございますし、一日も早い

事業完成を望むものであります。

そ乙で、具体的lとお尋ねしたいわけでありますが、西口地区土地区画

整理事業計画の現在の進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。

また、事業の完成はいつごろを目標にされておりますか御説明願いたい

と思います。

さらに、本事業は、駅前広場、都市計画道路、都市公園など主な公共

施設を地権者の減歩の協力lζ よって整備しようとするものでありますが、

減歩の問題は市民のコンセンサスを得る上で最大の課題でもあろうかと

思います。そのような観点から申し上げますと、昨年の議会で、市長が

表明されました、事業区域内に散在する過小宅地について、 50坪以下

は減歩しないという基準を設けられたことについては率直に評価するも

のであります。

しかしながら、他方、市長が乙れまでたびたび表明されてまいりまし

た事業区域の平均減歩率 20%の達成にはいま一つ課題として残されて

いるわけであります。昨年 9月議会の私の質問に対し、乙れまで 724

2平米の土地を確保しており、減歩率 20%の目標達成には今後 300

0平米の用地確保が必要だとしておりましたが、 63年の 3月議会でも } 

乙の目標には変化はなかったと記憶しております。

そ乙で、具体的な質問の第 2点目として、減歩率緩和のための用地確

保の見通しについてどのようにお考えか、市長の所見をお伺いしたいと

思います。

次lζ 、区画整理事業で達成しようとする基盤整備の考え方についてで

あります。駅前広場あるいは都市計画道路などの公共施設の整備ととも

に、事業区域内にどのように宅地が整備され、また商柔用地が整備され

るのかという点は、駅前西口地区のまちづくりを考える上で極めて重要
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な点ではなかろうかと思うわけであります。

とりわけ、駅前広場から北条海岸までの都市計画道路に直接lζ 面する

部分については、将来的には西口のフェイスゾーンを形成していくよう

な商業用地として整備すると乙れまでの説明があったわけでありますが、

いま少し具体的にしていただきたいと思います。将来的には西口のフェ

イスゾーンを形成していくと思われる都市計画道路に直接に面する商業

用地の適正単位区画面積はどのように検討され、考えておられますか。

これが具体的な第 3の質問であります。

次に、西口駅前広場はどのように整備されるのかという点に関して、

いま少し意見を申し上げ、質問をいたします。御承知のとおり、近年の

ンの発達lζ伴い、特lζ駅東口周辺区域の道路の混雑度

は年を追うとともに激しくなっております。加えて、道路の狭燈さ、東

口駅前広場の狭障さも乙れらの混雑に拍車をかけるものになっておりま

す。通勤者、通学者、観光客、消費者にとって大変不便になっているば

かりでなく、地域の商業者にとってもまた大変な影響を与えるものにな

っております。西口駅前広場の整備はこれらの課題解決に向けた整備の

内容をなすものであると思うわけでありますが、そうであれば、西口駅

前広場を基本的にどのように整備するのかという点lζ関して、少なくと

も限定し得る関係機関と協議され、整備計画が立てられてきたのではな

いかと思うわけであります。

限定し得る関係機関として考えられるものとして、パス会社もその一

つであります。パス会社で働く方々とお話ししていて気づかされる点が

多いわけでございますが、市内には日東交通パス、 JRパス路線がある

わけでありますが、両パス路線の現状をお伺いしてみますと、西口駅前

広場からパスを発進させた方がはるかに合理的な場合があり、電車と密

接に関連したパス路線という特質をもった点からいっても乙れらを検討

してみますと、西口駅前広場lζ形成きれなければならないパスターミナ

ルーっとってみても具体的に公共施設として整備された方が将来的なま

ちづくりを考えた場合、よい結果を生むという乙ともあるわけでありま

す。したがって、西口駅前広場の整備の内容を論議するにあたって、

ず本事業計画の中には JRパスなどの発着所の移動も予定されているの
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かという乙とを具体的な第 4点の質問としてお伺いいたします。

次lと、質問の大きな第 2点目、館山駅東口地区再開発事業についてお

尋ねいたします。

駅前周辺の整備について、昨年の 6月議会で先輩の辻田議員からも質

問があったわけでございます。都市計画道路館山鶴ケ谷線あるいは八幡

館山縁の計画設定時、あるいは現在の西高校及び旧国鉄の運転区の事業

所の設置時期、あるいは館山駅の改修時点で市の駅前周辺整備の構想が

明確になっておれば、市民のコンセンサスも得られやすかったのではな

いかという指摘がございました。駅前周辺、とりわけ駅西口、東口周辺

の望ましいまちづくりを考えた場合、重要な指摘であったと思うわけで

ありますが、乙れまでの西口地区の経過あるいは現況を思うにつけ、広

い意味での東口地区周辺の市街地再開発の必要性lζ 関する市民のコンセ

ンサスが改めて関われているように思います。

そ乙で、第 1点自に、東日の再開発の必要性について、市長の所見を

改めてお伺いいたしたいと思います。

次lと、第 2点目として、乙れまで東口 A街区の市街地再開発について

計画及び話し合いが進められてまいったわけでありますが、乙の東口 A

街区市街地再開発事業では特lζ 商業立地条件は具体的にどのように高め

られると考えられるのか、市長の所見をお伺いいたします。

また、第 3点目として、 A街区市街地再開発事業lζ 関する地元との話

し合い状況など、その進捗状況についてはどうなっているのか御説明願

いたいと思うわけであります。

さらに、 A街区市街地再開発の現在の市の構想に対して不安を持って

おられる方もいるわけであります。 2、 3の例を申し上げ、質問を進め

たいと思います。

まず、都市計画道路、いわゆる 22m道路でありますが、その設置に

よって売り場面積を一部失うことになるという不安、あるいはこの道路

によって客の流れが変わって、商売に影響が出るのではないかという不

安が聞かれますが、乙れらの不安を市長はどのように受けとめ、対処さ

れてきたのか。

さらに計画では、個人所有庖舗から共同庖舗に移るという乙とになる
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わけでありますが、その際、共同居舗の区分所有権は乙れまでの土地所

有権に比べて不利になるのではないかという不安も聞くわけであります。

乙の不安については市長はどのように受けとめ、対処して乙られたのか

お聞かせ願いたいと思います。

以上、館山駅前周辺整備事業lと関して諸点の御質問を申し上げました

が、市長の答弁はよりまして再質問をいたしたいと存じます。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半淳良一君) 田沢議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、館山駅西口地区土地区画整理事業についての御質問で

ございます。

その第 1点は、事業計画の進捗状況及び事業完了はいつごろを目標に

しているかという御質問でとざいますが、まず、事業計画の進捗状況に

ついてでございますが、館山駅西口地区土地区画整理事業については、

施行区域内の権利者の御理解のもとに、去る 3月 14日、施行区域の都

市計画決定委する乙とができたわけでございますが、これに引き続き、

今年度中lと事業認可を得るべく、現在、事業計画書の作成、県等関係機

関との協議を進める一方、さらに事業への理解を得るため、関係権利者

への戸別訪問を実施している状況でございます。

次lζ 、事業完了の目標についてでございますが、昨年 9月lζ建設省か

ら了承された基本計画を受け、現在、作成申の事業計画では、昭和 67 

年度を完了年度としてございます。しかしながら、国庫補助等の状況に

より、場合によっては事業期間が延長する乙とも考えられるわけでござ

いますが、いずれにしても早期比完了するよう関係機関、権利者等の理

解を得ながら計画を進めてまいりたいと考えております。

次lと、小きな第 2点、減歩率緩和のための用地確保の見通しはどうか

という御質問でございますが、減歩率緩和等のための用地取得はっきま

しては、早期lと所要面積を確保すべく売却意向のある数人の権利者と引

き続き交渉申でございますが、現在までに市などが買収した土地、また

は従来からの市有地をあわせますと、今年度lと新たに市が買収した土地

約 280討を含め、約 7500m2でございます。今年度の事業計画作成

作業等の中で再検討いたしました所要面積から勘案しますと、今後、約
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2 5 0 0 m2
及びまだ未確定の自由通路脚部占用面積分が必要となるわけ

でございますが、関係権利者との話し合いをさらに積極的に続けてまい

りたいと考えております。

次lζ 、小さな第 3点、都市計画道路に直接に面する商業用地の適正単

位区画面積はどのように考えているかとの御質問でございますが、乙の

区画整理事業はっきましては、御案内のように未利用地等を商業用地と

して区画整理をし、市街地を形成させようとするものではなく、既成の

市街地を区画整理するものでございます。したがいまして、現段階では、

住宅地または商業地にかかわらず、過小宅地の一応の基準を約 165m2 

程度に考えてまいりたいと考えております。

小さな第 4点、事業計画には JRパス発着所の移動も予定されている

のかという御質問でございますが、区画整理事業の計画におきましては、

構想的には東口の交通渋滞の緩和及び西口地区での利用客の利便性の向

上等の観点から、一部路線の西口地区への移転を計画していると乙ろで

ございます。そのため、計画の申では、西日交通広場内lと2ヵ所のパス

乗降場を計画し、乙れにつきましては県公安委員会との協議が済みまし

たので、今後、関係パス会社との協議を進めてまいりたいと考えており

ます。

次lζ 、大きな第 2点、館山駅東口地区市街地再開発事業計画について

でございます。

その小さな第 1点、東口地区市街地再開発の必要についての市長の所

見を改めて問うという御質問でございましたが、当地区は市の申心商業 孟

地でありますが、近年の消費者ニーズの多様化、自動車交通量の増加等 ' 

lとより都市開の競合が激化し、商庖街は次第lζ活力を失い、地盤沈下を

来たしているのが実情でございますので、当地域内の街路整備等による

道路をはじめ公共施設の整備をいたしまして、買い物客の安全確保並び

に市街地再開発による魅力ある地域をつくり、また、さらにイベント等

を実施する乙とによりまして、まちの活性化を図るべきであると考えて

いると乙ろでございます。

次に、小さな第 2点、東口 A街区市街地再開発計画では商業立地条件

を具体的にどのように高めると考えているかという御質問でございます
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が、 1つには、安房郡市の申核都市館山市としては、駅前に申心商業の

核となる庖舗を配置し、広域商業、サーピス施設の集積地としての機能

を高めようとするものでございます。 2っ自には、電車、パス、その他

の交通機関の接点地として、また観光レクリェーション活動の情報申心

地として、駅前の総合ターミナル性を高めようとするものであり、 3っ

自には、良好な都市施設の整備を図る乙とにより、歩車分離による買い

物環境の向上を図るなど、安全性、保健性、利便性、快適性のある魅力

的な商業施設を整備する乙とにより、集客力を増進させ、高居街の活性

化を図ることができると考えております。

' 次lζ 、小さな第 3点、 A街区市街地再開発計画の進捗状況はどうかと

いう御質問でございますが、乙の事業につきましては、館山駅東口地区

市街地再開発事業を含めた整備を推し進めるため、仮称館山駅東口地区

まちづくり整備推進協議会を設置すべく、関係機関との調整に努力して

いると乙ろでございます。

小さな第 4点、都市計画道路lとより売り場面積が一部減少するのでは

ないか、客の流れが変わり商売に影響するのではないかという不安をど

う受けとめ対処されるかという御質問でございますが、売り場面積の減

少につきましては、市街地再開発事業を実施する乙とにより、面積につ

いてはそれぞれの状況により異なる乙とも考えられますが、従前、従後

の評価の上では変わる乙とはありません。

また、客の流れが変わり商売に影響が出るのではないかという乙とで

ございますが、都市計画 3・3・1号線ができた場合でも、現在の館山

停車場線は、車の規制はするものの、歩行者専用道路として活用する計

画でございます。

なお、再開発事業により建設される商業ピルによる影響については、

今まで近隣市町村へ流出している消費者を取り戻す乙ととなり、乙の集

客力を利用して周辺高居衝の活性化も図られるものと考えております。

次lζ 、小さな第 5点、計画では個人所有庖舗から共同居舗に移る乙と

になるが、その際の区分所有権は既存の土地所有権lζ比べ不利になるの

ではないかという地権者の不安があるが、それをどのように受けとめ対

処されているかという御質問でございます。現在、土地、建物を所有し
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ている者が再開発事業を実施した場合、新しく建築される建物に権利が

置きかえられるわけでございますが、資産価値が変わるわけではござい

ません。権利として取得した床も従前と同様に評価されますし、所有権

の移転についても同様でございます。また、共同ピルにした場合、商業

施設としての庖鋪価値は増す乙とが想定きれるものと考えております。

以上、答弁を終わります。

03番{田沢勝信君) ただいまの市長の答弁で、おおむね了解するわ

けでありますが、何点か細かい点にわたって再質問をいたしたいという

ふうに思います。

まず、西口の減歩率の問題でありますが、ただいまの答弁によります

と、乙れまでに 75 0 0平米をすでに確保した、あと減歩率 20%達成

のために必要な土地の確保は 25 0 0平米になる、そういう答弁だった

わけですが、私は、乙の減歩率 20%達成のための用地取得は大変な努

力が実際lζ要るんじゃないかというふうに思います。再三、市長は、換

地設計前までには何としても乙の目標は達成すると議会のたびにお話が

あるわけでありますが、今回もその決意はわかるわけであります。

と乙ろが、私が聞きたいのは、乙の減歩率確保の決意だけじゃないく

て、根拠も聞きたいわけなんです。もちろん、交渉相手が 2件ほどある

という話もわかります。と申しますのは、実際lζ市長は関係者の皆さん

は減歩率は 20%だという乙とを約束をしてコンセンサスを得たわけで

あります。他面、乙の減歩率緩和のための用地確保は同じ事業区域内の

地権者の土地を買うという乙とになると思うんです。買われる地権者lと

してみれば乙の区域内から除外される。市としては、言ってみれば、も

ろ刃のやいぱを渡ってやっと合意形成ができる、そういう内容を含んで

いるかと思うんです。したがいまして、もちろん交渉相手がいるわけで

すから、金銭的な内容、代替地の内容、詳しくは乙乙では聞きませんが、

交渉が成立できるんだという根拠がなければ本当に達成できるのかどう

なのかという乙とはわからないわけです。例えば、地権者の皆きんが代

替地を仮に要望しているんであれば、現在の西口地区にまさるような代

替地を市の方が確保してあるんだ、そのくらいの根拠がなければ乙の減

歩率の問題はなかなか解決できないのではないだろうかというふうに私
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は思いますが、その点に関して再度、決意だけじゃなくできちんとした

根拠もあって達成できるんだ、あと 25 0 0平米必ず確保できるんだ、

根拠があって言っているのかどうなのか、第 1点目 lζ お尋ねしたい。

それから、乙れまで約 75 0 0平米の、言ってみれば館山市の市有地

とか、市が新たに讃得した土地とか、市の開発公社が取得している土地、

これそ含めて 75 0 0平米を確保したということだと思うんですが、こ

の 75 0 0平米の申には、これまでたびたび問題になってきましたいわ

ゆる訴訟問題になっている館山市北条字南浜小松 25 3 2番地、土地の

面積が 2261平米でありますが、乙の土地は減歩率緩和のための土地

の申に入っておりますか、乙の確認をお願いしたいと思います。

最初、その 2点だけお尋ねいたします。

0経済部長(安西良一君) まず、第 1点の関係でございますが、田沢

議員さんのおっしゃいますように棺手のある乙とですので、大変苦労し

ている乙とは事実でございます。現在、用地取得交渉中のものが 8件、

4 6 0 0平米ございます。乙れは現在いろいろと話し合いをしておるわ

けですが、地権者側の御都合もあろうし、あるいはいろいろな考え方を

持っていらっしゃる、その申lζ は代替地という話もあるわけでございま

す。乙ういったものを含めまして、いわゆる換地設計までの聞に用地を

確保したいという乙とで、乙れから先も努力をしていきたいというよう

に考えております。

万一、買えなかった場合、どうするかという問題でございますが、乙

れにつきましては、いろいろ方法があるわけでございますけれども、ま

ずこれを最優先的に一一おっしゃいますように 165平米の最小区画以

下のものは確保するように乙れからも努力していくとお約束できるよう

にしていきたいと考えております。

それから、 7500平米の用地を確保したという乙とであるけれども、

乙の申には訴訟中の用地も入っているのではないかというようなお話で

ございましたが、これは入っております。どういう形で入っているかと

いいますと、いわゆる街区ごとに、技術的lζ 申し上げますと、割り込み

調整分というような形でそれに見合うものを確保しでございます。そう

いう点で、訴訟申のものも申lζ 含まれているという乙とで御回答申し上
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げます。

以上です。

03番(田沢勝信君) そうしますと、訴訟の土地の問題なんですが、

若干問題が出るんじゃないかというふうに思うのです。乙れまで議会の

申では、再三、訴訟になっている問題の土地が事業の障害にならないの

かという質問があったわけです。そのときに、執行部の皆さんからは支

障はないんだ一一一正確に言いますと、乙ういう答弁をしているんです。

所有権は市開発公社にある、公社の土地として他の権利者の宅地同様に

換地を確保しておけば訴訟とは別に事業を進められるんだ、仮に、換地

設計前lと裁判が終結して市公社が勝った場合、その際は減歩率緩和の土

地として使う、負けた場合は他の権利者同様に換地設計を行う乙とにな

る一一私の理解では、減歩率緩和のための土地として、乙の訴訟問題の

土地がすでに入っているわけですね。

したがって、仮に負けた場合、減歩率緩和の土地とは別位、換地分を

確保してないわけですから、負けた場合は当然に減歩率を上げる、乙れ

は自明のことだと思うんです。したがって、私は、換地設計案、換地決

定は現在のままでは裁判が終結しなければできないのではないかという

ふうに考えるんですが、乙の点はいかがですか。

。経済部長(安西良一君) 裁判が決定しなければ、乙の事業は着手で

きないのではないかという質問でございますが、用地の先行取得をして

いる段階でございますので、用地の先行取得も全くできない、あるいは

そういう乙とで訴訟に係るものも動かさない、過小宅地の分に入ってい

るんだというような場合にはできないかと思いますけれども、実際には、

過小宅地分、ぞれ以外lζ調整部分が計画されておりますので……。また、

全く買えないという乙とは現時点では考えておりません。そういう乙と

で若干は買えるわけでございますので、過小宅地の分については確保で

きるというように考えております。

03番{田沢勝信君) 答えになっていないんですが……。

私が言っているのは、減歩率の緩和のための土地確保、乙れが今まで

7 500平米を確保して、その申tζ訴訟問題の土地が入っているわけで

すね。それでもなおかつあと 2500平米が減歩率を 20%にするため
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には必要なんです。乙の交渉を今、 8件の地権者の皆さんとやっている

わけですね。そういう状態ですから、これが訴訟になっている問題の土

地の部分の換地分が別に同じ土地として確保してあれば換地設計案はつ

くれると思うんです、入っていれば、別に確保していれば。現在、確保

していないわけですから。これは、私も第一審で市の開発公社が勝って

いますから、第二審でも勝つことを確信しております。しかし、裁判が

勝つという確信だけで本当に換地設計案がつくれるのかどうなのか。換

地設計が決定できるのかどうなのか。乙れについて答えていただきたい

んです。乙れができないとなれば、今後裁判が延びれば乙の事業はその

分延びていくわけです。そういう意味できちんと答えていただきたいと

思うんですが……。

0経済部長(安西良一君) 過小宅地分として予定してある部分とそれ

に割り込み調整分としてみであるものと、合わせますと 40 0 0平米あ

まりになるわけでございますけれども、乙れにつきましては、どうして

も裁判が決着つかない、あるいは不幸にして敗訴になるというような事

態が起きたときには、用地の先行取得でまかなうべく努力してまいりた

いというふうに考えております。

0議長(飯田義男君) 暫時、休憩いたします。

午前 11時 20分休憩

午前 11時 25分再開

0議長{飯田義男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

。経済部長(安西良一君) ちょっと説明がくどくなって申しわけござ

いませんでした。

現時点で申し上げますと、最低限必要な面積というのは 64 8 5平米

あればよろしいわけでございます。すでに 7500平米を確保しており

ますので、技術的に若干難しいと乙ろもあるかとは思いますが、絶対量

としては用地確保ができておるというように御理解いただいて結構だと

思います。

以上です。

03番(田沢勝信君} 確認したいんですが、市民の皆さんの最終的な

平均減歩率を 20%にするために、あるいは乙の間約束があった過小宅
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地、 50坪以下は減歩しないというように約束されているわけですから、

乙の分を含めて最低限必要な土地は 64 8 5平米なんだ、現在すでに 7

500平米確保しである、そうしますと、少なくとも地権者の減分率の

問題だけいえば目標が達成されているということですか。乙の 64 8 5 

平米が最低限必要な土地だというわけですね。ぞうすれば減歩率緩和の

ための土地の確保は達成したという乙とになりますね。そういう乙とで

すね。そのほかに実は一一7500平米から 64 8 5平米引くと幾らに

なりますか、乙の差額分だけ余分に持っているんだ、乙ういう理解です

か。

0経済部長(安西良一君) そのとおりでございます。

03番{田沢勝信君) そうしますと、さっき言った 25 0 0平米とい

うのがありますね。今後、必要な取得面積ですよ。 2500平米が必要

だ。それでは乙の 2 5 0 0平米というのは何ですか。減歩率緩和の土地

じゃないわけですね。私ども技術的には素人でありますから、もっと技

術的に土地が必要だという乙とであれば、それはそれでわかるんです。

ただ、今までの説明の申では、現時点で 15 0 0平米取得していて減歩

率 20%達成のためにはあと 25 0 0平米必要だ、乙うやって説明する

わけですから、私はおかしいと思うんです。当然、議判の乙とを考えれ

ば、裁判の土地の分を換地としてほかに確保しておいてはじめて換地設

計案がつくれて、決定も通るんですよ。最初lζ戻りますが、減歩率緩和

のための土地だけでいえば、すでに達成しているわけですね。

。経済部長(安西良一君) いわゆる計算上からいきますと、先ほど答

弁したとおりで結構だと思います。それだけの用地は確保しておるとい

う乙とで結構だと思います。ただ、いろいろ広い面積をお持ちの方もあ

るし、狭い方もあるわけでございます、一様ではないわけでございます。

一定の街区の申に幾つかの宅地をはめ込みまして、そして計算上、どう

しても合わない部分が出てくるわけです。乙れが技術的な割り込み調整

部分というものに値するわけでございます。こういったものが若干必要

だという乙と。そうしないと、大きい家もあるし、小さい家もあるわけ

ですから、それを現在の位置にできるだけ近いと乙ろに並べていくとい

う乙とで、そういう条件もあるわけでございますので、なかなかぴった
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りとはいかないという乙とで、割り込み調整部分というものの面積と、

ぞれから、そのほかにいわゆる駅前広場といいましょうか、交通広場、

こ乙 lζJR用地があるわけでございますが、それらもできる乙とならば、

自転車置き場とかそういうものに活用していくために買収をしたい、そ

のほかにも若干コミュニティ用地というようなものが含まれているとい

う乙とで御理解いただきたいと思います。

03番(田沢勝信君) 私は、全く違うと思うんですよ。減歩というの

は、本来、公共施設をつくるための土地ですよ、広く言えば。ですから、

今、部長さんが言ったような割り込み調整用地とか、自転車置き場、ぞ

れも含めて一般的lとは減歩の用地と言うんじゃないですか、公共施設と

して必要な土地ですから。乙れが、実際lと現在まで市が取得していた土

地、それで少ないんだ、公共用施設をつくるために地権者の皆さんから

20%ずっ平均でもらって、なおかっ市が買って一一一15 0 0買ったわ

けです、今まで。なおかっ公共施設をつくるにはあと 2500平米必要

だ、乙ういう乙とですね。

私が、問題にしているのは、公共施設用地として訴訟の土地の面積を

算定して入れである、現在は乙ういうふうになっているわけです。そう

しますと、載判が負けた場合、減歩と公共用施設の用地と別に訴訟にな

っている分の土地を確保してあれば問題はないと思います。事業は進め

られると思います。確保してないわけですから、必要な公共用施設だけ

じゃないですか、今、獲得しているのは。そうなりますと、議判の終結

が出なければ換地設計はできない、換地決定はできない、乙ういうよう

になるのではないか、そう言っているんです。

市長さんはお尋ねしたいと思いますが、いわゆる訴訟になっている土

地の分、乙れと別lと、万が一負けた場合を考えて、別な換地分を確保し

ておけば事業が進むわけですね。そういうふうにするつもりですか。

0市長(半海良一君) 訴訟問題については、私は大変楽観をいたして

おります。必ず勝てるものと確信をいたしているわけでございます。も

ちろん単に根拠なしにそう言うわけじゃなくて、いろいろの訴訟の過程

の申でそう信じておりますけれども…・・・。だからその心配はしておりま

せんけれども、しかし、万一御心配のように負ける、あるいはなかなか
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決着がつかないというような場合には、その分を確保して換地lζ遺憾の

ないようにしたいというふうに思っております。

03番(田沢勝信君) それで、市長きんはもう一点だけ確認したいと

思います。

裁判が勝っても負けても減歩用地と別に換地の用地を確保すればいい

わけですから、事業区域内に。言ってみれば、先ほどの説明があった 2

500平米のほかに訴訟になっている土地の分を買っておけばいいわけ

ですから。訴訟用地が多分 26 0 0平米位だったと思いますので、 25 

o 0平米に訴訟用土地の換地分 26 0 0平米、これを区域内lζ 買ってお

けば問題はないわけですね。そういうふうにやるんだという乙とですね。

その説明の上で、よしんぼそういうふうにしておいていただいて、そ

うすれば事業が進むわけですから、議判lζ 関係なく進められるわけです

から、それで事業が進んでいって、裁判が終結して勝った、そうすれば

減歩率 2096を下げられるわけです、その土地として今度は使えるわけ

です。そういうふうに考えているという乙とで理解してよろしいですか。

O市長(半海良一君) そのとおりでございます。

03番(田沢勝信君) 今の市長さんの答弁ですから、ぜひそのように

して訴訟用地分の土地を事業区域内に買っていただいて、そして議判lζ

は支障なく事業が進んでいく、換地設計も換地決定も行われていく、そ

ういうふうに理解しましたので、ぜひそういうふうにしていただきたい。

市長さんの答弁ですから、それでよろしいですね。

0市長(半海良一君) ちょっと誤解があるといけないんで、申し上げ

ますが、私は、訴訟問題は必ず市lζ有利に解決するというふうに考えて

おりますけれども、万一、負けた場合lζ はその分を確保します、乙うい

うことでございますので、両方は確保できると一一2251平米ですか

ら、あくまでも 2251平米は確保する、そういう乙とを申し上げてい

るつもりであります。

03番(田沢勝信君) ぞれじゃ答弁になっていないじゃないですか。

私は、訴訟になっている土地の問題が終結する前に換地設計とか、換地

決定ができるんですか、乙うやって聞いているわけです。市長さんは、

よしんぼ負けたらその分の土地は確保するんだ一一一言ってみれば、私は
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雪与

事業が進むか進まないのかと言ってるんですが一一づ換地を確保しとかな

いで、単純に言えば。市長さんは、負けた場合は買うんだと言ってるん

ですが、負けたら買うのは当たり前でしょう。負けてあす乙の土地を買

わなかったら駅前広場などという公共施設ができるんですか、できない

でしょう、負けたら買うのは当たり前でしょう。負けたらですよ、勝つ

とは思いますが。

私が、言っているのはそうじゃなくて、今、訴訟になっている分の換

地を確保していないんだから、換地を確保していなければ換地設計案も

換地決定も不可能になるんではないか、乙う言っているわけです。ただ

し、それを一つ可能にする道はある。ぞれは訴訟になっている分の土地

分、乙れを減歩緩和のための土地と別に換地として買ってあればできる

んだ。今まで執行部の皆さんそうやって説明してきましたよね、乙の議

会の申で。それで実際は、換地分は買ってない。訴訟用地の分を買って

なければ、既存のと乙ろに換地したら減歩率はどんと上がるじゃないで

すか。そういう話をしているんです。そうなれば、当然市民のコンセン

サスもまた別なものになってくるだろう、そういうふうに言ってるんで

すよ。市長きん、すりかえないでその辺はきちんと前向きにどういうふ

うにやるのか、できなければできないでしょうがない、訴訟になってい

るんですから。その辺ちゃんと答えてください。

0市長(半淳良一君) 訴訟になっている 2251平米について、現在

の段階でそれを買うつもりはございません。負けて、乙の計画が実行で

きないという乙とになった場合には、 2251平米を買うつもりでおり

ます。

03番(田沢勝信君) そうしますと、再三言ってるん.ですが、換地設

計案も換地決定もできないという乙とになりますね。

0経済部長(安西良一君) そういう乙とにはならないと思います。先

ほどの 64 8 5平米というのは、いわゆる 29. 2 5 %から 20%以下

におさえるという、ぞれに必要な減歩緩和分が 48 3 1平米あるわけで

す、それ以外に過小宅地分が 16 5 4、合わせて 64 8 5平米。乙れだ

けは最低限確保しでありますよ、ですから上手はいけばそれだけでも仕

事はできるんです、なお技術的な面を考車して乙れから先も用地を買っ
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ていきます、こういう意味で言っているわけです。

03番{田沢勝信君) 私の理解が悪いのか、もう少し検討してみたい

というふうに思います。

最後に、時間がちょっと長くかかりましたので……。西日の問題につ

いてもう 1点だけお聞かせ願いたいと思いますが、先ほど駅前広場の形

成の問題なんですけれども、単純にいえばバス停のポールみたいなもの

を 2ヵ所につけるんだというととですか。

0経済部長(安西良一君} 現時点での計画でございますが、いわゆる

駅広の申lとパスの乗降所と言いましょうか、お客さんが乗り降りをする

だけのスペースを 2カ所設けるということで考えております。

0議長{飯田義男君) 午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開

といたします。

午前 11時 40分休憩

午後 1時 o2分再開

0議長(飯田義男君) 午後の出席議員数 25名、休憩前に引き続き会

議を開きます。

乙の際、申し上げます。先ほどの田沢議員の質問lζ対する答弁中、一

部訂正したいとの申し出がありましので、暫時発言を許します。

。経済部長{安西良一君) 申しわけございません。午前中の最後の部

分でございますが、絶対的に必要な面積 64 8 5平米、乙の内訳として

は減歩緩和分が 4831と過小宅地分が 1654でそうなりますという

御説明を申し上げたわけでとぎいます。ぞれに、現在、用地を取得しで

ある部分が 15 2 2あるわけでございますので、それから引くと余裕が

あります、できますよというお話をしたわけですが、仮定といたしまし

て、沼地がもし負けた場合というような乙とを想定するとどうなるかと

いう御質問でございましたので、 15 2 2からいわゆる沼地の部分 22 

6 1平米を引かなければなりません。したがいまして、そうすると 52 

6 1平米しか取得してないわけでございます。 64 8 5から 6261平

米を引きますと、 1223平米というものが不足になるわけでございま

す。市長からの御回答のございましたのは、一応のベストでいった場合

ec. 2 5 0 0平米が必要なんだけれども、ぎりぎりの線で算出しますと、
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1 223の不足が生じます。こういうことで御訂正をさせていただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。

0議長(飯田義男君) 次、 21番議員辻田 実君。御登壇願います。

( 2 1番議員辻田 実君登壇)

o 2 1番{辻田 実君) 4点について御質問を申し上げます。

最初に、医療機関の充実と医療費についてお伺いをいたしたいと思い

ます。

館山市は、保健衛生については、他市l乙比べ保健婦と家庭奉仕員の数

の多い乙と、さらに寝たきり老人の医療費補助が条例化されている乙と

は、高く評価されていると乙ろでございます。しかし、かつて医療王国

としてその名を全国にとどろかせておりました館山市色、昭和 4 0年を

境に停滞を続けておるようでございます。市民の大きな顕いであるとこ

ろの最高の医療をいつでもど乙でも容易に受けたいという状況は残念な

がら現在失われつつあるように思われます。

そ乙で、質問をいたしたいと思います。昭和 30年代の経済の成長と

ともに国民の皆保険が確立され、地域医療制度も確立し、医療に対する

国民の胃要は急速に高まってまいりました。その結果、病院の充実、医

師の養成に力が入れられてきたところでございます。しかし、館山市は、

昭和 41年の市勢要覧はよりますと、当時の病院の数は 10ヵ所あり、

診療所も 4 0ありました。医師の数も 4 6名おり、歯科医も 25名いた

わけでございます。しかしながら、 20有余年を経った現在では、病院

は 3っ減り 7となり、診療所も 2っ減り 38となっております。医師の

数は全く同数の 65名でございますが、歯科医の数は 2名減り 23名に

なっておるのが現状でございます。乙の病院と医師の数からみて、増加

しなければならないと乙ろが減少しているという乙とは、市民の医療に

対する需要は十分な対応ができていないと言えるのではないかと思うの

でございます。半津市長就任以来の医療対策に対する近代化、医療機関

の充実に対するところの施策はどのようなものであったのかお伺いをい

たしたいと乙ろでございます。

次lこ、救急業務について御質問を申し上げます。昨年度の救急車の出

動件数は安房郡市で 26 9 9件になっております。乙の数は年々増加す
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る傾向にあります。そ乙で、伺いますが、安房郡市の救急車による医療

機関に到達する時間が全県的はみて非常に長いことでございます。特lと、

絶対的救急範囲といわれておると乙ろの直線で 2~þ 、時間で 2 0分以内

の数は 1178件で、全体の 4 1. 5 %でございます。全県の平均が 5

8 ・5%でありますから、全県よりも 17 %も高いのでございます。さ

らに、問題になるのは、 1時間以上もかかった件数が 14 5件もあった

ことでございます。さらに、 2時間以上もかかった件数が 10件ありま

した。うち 4名は急病人ということになっております。

このように救急出動から医療機関に収容される時間のかかる原因は、

医療圏の設定に問題があると思われるが、抜本的な改善をしなければな

らないと思うのでございますけれども、乙の点についてはいかにお考え

になっておるのかお伺いをいたします。

第 3点は、本年 4月lと策定された千葉県保健医療計画でございます。

多くの自治体や医師会等からも注文が出されております。その内容は主

として医療圏、ベットの数、救急体制、公立病院、保健所、 5年ごとの

見直しの短縮等々で広範にわたっております。瞬の鴨川市長も保健保養

のリ、fート地として医療施設の整備、第 2次医療圏の病床数の見直しな

どをしてもらいたいという要望が出されておりますが、館山市長は乙の

県の医療計画lζ対して異論なしと回答されております。

6月県議会lと提出された資制によりますと、異論がないと回答した市

町村長は全体で 27でございます。市では 5市でございます。安房郡市

内では館山市と三芳村だけが異論がないという乙とで意見が出されてお

らないわけでございますが、乙れは館山市には自主性を持った保健医療

政策というものが確立されておらないんじゃないかというふうに思われ

るわけでございますけれども、この点はどのように考えるのでしょうか。

国や県の方針と指導だけでも医療行政はある程度の成果を上げる乙とが

できると思われますが、真の市民のための医療政策は難しいと思われる

からでございます。

4番目 lζ 、館山市の国民健康保険による 1人当たりの療養費が県下で

も郡を抜いて高いわけでございますけれども、乙の原因と事情について

お伺いをいたします。
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3月議会で、保険税の軽減について議論をしましたが、保険税の値上

げを抑制するためには最終的lζ 医療費を少なくすること以外に道はあり

ません。その 1人当たりの医療費は県内 28市中、勝浦市lζ 次いで館山

市は 2番目 l乙高く、 10万 61 8 8円になっているわけでございます。

県内全市の平均が 8万 90 3 0円でございますので、 1人当たり平均 1

万11 5 8円も高いのでございます。 62年度の厚生白書の 120ずを

見ますと、高医療費の県と低い医療費の県では疾病構造や 10歳以上の

死亡率、死因別死亡率などには差異はなく、無秩序な医療行政lζ原因し

ている乙とが指摘されております。館山市の場合に、このように 1人当

たりの医療費の高い理由は、県内の他市と比べてど乙が異なり、どうい

うような原因で乙のように高い医療費になっておるのか御説明をいただ

きたいと思うのでございます。

5番目 lζ 、農業の振興と自由化対策についてお伺いをいたします。

日本経済は、工業製品を輸出し、安い農産物を輸入する乙とをもって

発展をいたしております。しかし、工業生産ができない地方都市は産業

基盤を失い、過疎化が進んでおります。館山市もかつては農業、漁業を

中心lと非常に栄えた都市でありますが、過疎化の波を食いとめる乙とは

できないままにおります。そ乙で、館山市の産業の活性を図る観点から

稲作の減反政策と農産物の自由化が迫られている申での農業政策lζ対す

ると乙ろの基本的な考え方を質問いたしたいと思うのでございます。

第 1Iζ 、稲作の減反を続けておりますが、その規模は昭和 53年から

6 2年までの 10年聞に 3万 95 X.ーも減反されております。そして、そ

の裏づけとして転換政策をとってまいりましたが、館山では具体的にど

んな作物をどのようにして転換をし、成果を上げてきたのか、具体的に

教えていただきたいと思います。

第 2は、専業農家の減少と二種兼業農家の増加についてお伺いをいた

します。昭和 52年から 61年の 10年間の専業農家は 48件も減って

おります。一種兼業農家も 391件も減少しております。乙の数字は減

反lとより農家の基盤が失わ抗たといっても過言ではないと思います。 ま

た、二種兼業農家も 98件の減少ですが、 60年度で見る限りにおいて

は 44件の増になっております。実際lとは、全体として横ぱいであると

ー 49-



いえます。したがって、全体として農家経済が崩壊しているといっても

過言ではないと思うわけでございますけれども、乙うした状況がどうい

う実態になっておるのかお伺いをしたいわけでございます。

第 3は、館山市の酪農と畜産の担生産額は農業収入の 12億円のうち、

36%の 26憶を占め、館山市ではトップでございます。しかし、農産

物の自由化が本格的lζ展開されるようになりますと、房州の酪農は致命

的な打撃を受けるだろうということがいわれております。そして、自由

化は時間の問題とされておりますけれども、自由化lと対すると乙ろの対

応策はどのように考えられておられるのかお伺いをいたすところでござ

います。

第 4tζ 、農地の転用が毎年 1000平米を超え、増大の一途にありま

す。これまでの 10年間に 1万 808平米の農地が転換されております

が、転換をしなければならない理由と、失われた農地を補うと乙ろの農

業生産力の向上はなされてきたのかどうかお伺いをいたしたいと思いま

す。

第 5は、今後の農業の振興策の方向令お伺いします。また、市の肝入

りで統合を果たした農協は大きな負債を抱え、動きがとれない状態にあ

るといわれております。本来なら、営農指導の要はならなければならな

いものがその機能が果たせない状況にあるのですから、農業の接輿はま

まなりません。乙のような状態を市はどのように把握しておられるのか

お尋ねを申し上げます。

3番目 lζ 、都市計画道路の進捗状況についてお伺いします。

車社会を迎え、自動車道路の整備は非常に重要になってきております。

特に産業の開発、リゾート地として発展は不可欠な問題になっておるわ

けでございます。しかしながら、現在の状況は、乙れまでも繰り返して

指摘され、改善が求められてきましたように、道路交通網は立ちおくれ

が目立ちます。朝、夕の通勤、通学のときの駅前通り、市役所通りの混

乱を見ても明らかでございます。また、観光シーズレの国道 121号線、

128号線の渋滞もひどく、館山一千葉問が 4時間以上もかかるという

ことがいわれております。したがって、乙れらの交通問題の解決なくし

て車社会の申での館山市の発展は望む乙とはできません。そこで、乙の
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交通政策の基本になる市内の都市計画道路に指定された路線の進捗状況

が非常に遅れておるわけでございますけれども、乙の点についてお伺い

をいたします。

まず、第 1(ζ 、 62年版市政概要はよりますと、都市計画の指定を受

けている 11路線の進捗状況は 17. 1 %になっておりますが、路線別

に、具体的lζ 進捗状況を教えていただきたいと思います。

2番目に、そのうち 20年以上も経過している路線について、いまだ

にほとんど着工されてない原因はど乙にあるのか、簡単に説明を願いま

す。

第 3番目に、路線番号 3 ・4 ・1一一一川名大賀線の約半分の部分が国

道 127号バイパスと併用される乙とになっておりますが、その目的、

用途が遣う申にありまして、どういうメリットをもって乙のようになさ

れたのか、その理由を説明をいただきたいと思います。

最後になりますけれども、船形地区lζ建設が予定されている共同住宅

について質問をいたします。

8月 10日付で船形地区の有志の皆さんから市長に対して陳情書が出

されていると伺っております。そして、現在、地元の人たちが共同住宅

の建設に反対する署名を行っております。非常lζ 多くの数が集まってい

るとの乙とでございます。そ乙で、乙の問題lと関連をいたしまして 2つ

の点についてお伺いをいたします。

第 1点は、政府発表の 62年度環境白書によると、昭和 61年度に千

葉県西部地区より千葉県公害審査会に集合住宅・ワンルームマンショシ

の建築lζ係る公害紛争の調停申請が幾っか提出されたと指摘され、乙の

共同住宅の問題は乙れまでの審査会lζ継続した公害の対・応と異なり、若

年入居者による探夜騒音、住宅の内外のじん芥の散乱等による悪臭の発

生、単身者を利用目的としたと乙ろからくる防犯、防音、防火等の発生

の危慎、路上駐車による交通妨害、自治体活動ゃ地域の慣習への無関心

からくる近隣住民への迷惑という身近な広い範囲の居住環境が問題にな

っていたと述べられております。乙のように人口急増地区の東葛地方で

大問題になったものが、恵まれた静かな環境の申にある館山市において

同じ乙とが起きれば、その被害は数倍lと及ぶものと思うのでございます
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雪一

けれども、乙の点はどのようにお考えになるのか。

また、リゾート地として脚光を集めている館山市にも、これからは財

テクを目的にした乙のような共同住宅の建築が多くなることが予想され

ますが、市長はいかにお考えになっているのかお尋ねをいたします。

第 2点目として、乙のような共同住宅の確認申請がもしなされた場合

には、県北の市では、地域の実情lと応じた建築lζ 関する指導要綱ができ

ているようでございますけれども、乙の指導要綱ができていない館山市

ではいかにして対応をなされるおつもりなのか、この点について御質問

を申し上げまして、通告による質問を終わらさせていただきたいと思い

ます。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半淳良一君} 辻田議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、医療機関の充実と医療費についてでございます。

まず、その小さな第 1点、御承知のとおり、昭和 41年、医師 65名、

1 0病院、昭和 62年、医師 65名、 7病院と医師は同数で 3病院が減

っております。病院減の内訳は、病院から診療所と名称変更が 2件、産

婦人科病院の廃止が 1件であります。

御指摘のとおり、長寿社会lζ伴う医療のニーズの多様化、医療需要の

急増は現実でございますが、安房医師会病院の施設整備、拡充について

は、安房医師会においても充実について検討されているというふうに伺

っております。

次に、小さな第 2点、救急車の所要時闘が県平均と比較しでかかり過

ぎるのは、救急二次病院の配置が悪いのではないかという御質問でござ

いますが、救急二次病院は現在 15施設あり、うち館山市につきまして

は安房医師会病院外 5施設で、当番医はっきましては、原則として安房

一円を内房、外房各 1施設で、内科、外科の組み合せで行っております。

これはっきましては、安房医師会で勤務編成をしている関係で、安房郡

市地域医療協議会、安房医師会等と連携を図りながら対処してまいる所

存でございます。

次lと、小さな第 3点、千葉県保健医療計画は、県内を 12の地域lと区

分した二次保健医療圏のうちの安房圏域につき、鴨川市申心の医療圏で
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あり、乙れについて館山市中心の医療圏と 2つに分ける考えはなかった

かとの御質問でございますが、安房圏域はっきましては、安房郡市広域

市町村圏事務組合にあります安房郡市地域医療協議会の区域と同ーの区

域であり、現在も予防医療としての総合検診をはじめ、各種検診金同一

歩調で積極的lζ行っておりますので、安房地域を同ーとした二次保健医

療薗は妥当なものであろうと考えております。

次l乙、小さな第 4点、館山市の国保による 1人当たりの療養賓が県下

で群を抜いて高い原因と事情についての御質問でございますが、御指摘

のとおり、昭和 61年度本市 1人当たり診療費は 10万 67 8 8円と、

県平均 8万 94 1 6円を上回っております。乙の原因でございますが、

昭和 61年度の国民医療費の状況では、 65歳以上の者が人口割合 10 • 

6%に対し、医療費の割合が 38. 3 %となっており、受診率や 1件当

たり、あるいは 1人当たりの医療費も高齢になるほど高くなっておりま

す。

そ乙で、昭和 62年 9月30日現在の本市国保被保険者の年齢階級別

栂成割合を見ますと、 40歳未満は 37. 2 %で、県下 28市申 27位、

逆に 65歳以上は 25 • 4 %と 2位にあり、乙のような事情が医療費の

高い主な原因でございます。

ちなみに、診療費 11万 1328円で 1位の勝浦市は、 65歳以上構

成率は 23. 2 %で 3位、診療費 10万 6084円で 3位の鴨川市は、

6 5歳以上構成率は 25. 5 %で 1位でございます。

次tζ 、大きな第 2点、農業の振興と自由化対策についてでございます。

まず、小さな第 1点、米の減反による転換政策の内容と成果について

の御質問でございますが、昭和 44年以降、米の需要均衡を図るため、

稲作から他作物へ誘導する米の生産調整が実施されてきましたが、米の

0 ・消費は減少する傾向にあり、また、稲作技術の向上などにより米の需給

ギャップは引き続き拡大する傾向lとあります。

稲作から他作物への転作につきましては、経営に合った有利な作物を

選ぶなどの指導を行ってまいりましたが、館山市における転作の傾向は

飼耕作物、大豆等が全体の 60%を占めるなど自家消費型の作物が多く、

また、依然として稲作志向も強いことから、定着性も概して低くなって
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おり、転作作物の生産性が向上するまでには至っていないのが現状とな

っております。

次lと、小さな第 2点、専業農家の減少と二種兼業農家の増加の内容に

ついての御質問でございますが、農家戸数の推移につきましては、昭和

5 2年と 62年を比較しますと、総数では 32 4 9戸から 27 6 0戸と

489戸の減となっており、うち専業農家は 732戸から 684戸と 4

8戸の減となっております。

また、第一種兼業農家は、 64 8戸から 257戸と 391戸の大幅な

減となっており、第二種兼業農家につきましては、 18 6 9戸から 18 

1 9戸と 50戸の減であり、ほぽ横ぱいでございますが、総農家のうち

第二種兼業農家の占める割合を見ますと、昭和 52年の 58%1ζ対し、

6 2年では 66%となっており、第二種兼業化の傾向を示しております。

全国的に見ましでも、総農家のうち、第二種兼業農家が約 7割を占め

ており、農家戸数の減少や第二種兼業農家率の上昇など、全国的な傾向

と一致しており、館山市に特に顕著な傾向ではございませんが、その内

容については把握をいたしておりません。

小さな第 3点、農産物の自由化と酪農対策についての御質問でござい

ますが、過去の飼養頭数の推移を見ますと、昭和 52年以来横ばい傾向

にあり、酪農戸数は減少しておりますが、乙れは小規模経営から大規模

経営に移行しているものでございます。

農産物の自由化は伴う酪農対策でございますが、現在、国において関

係団体、業界等の意向を聴取しつつ、かっ生産の将来展望も念頭lζ置き、

検討を加えていると乙ろでございます。館山市としては、乙の結果を受

け、適切な指導を行ってまいりたいと存じます。

次l乙、農地の転用の問題でございますが、農業委員会の会長から御答

弁申し上げます。

小さな第 5点、今後の農業振興と農協の育成強化についての御質問で

ございますが、首都圏のリゾート地域として都市化の影響を受ける申で、

温暖な気象条件を生かした野菜、花井lζ 代表される施設園芸作物を主軸

とする園芸地帯としての発展安基本lζ農業の振興を図り、さらに、従来

から行われているイチゴ、露地花などを申心とする自然条件を生かした
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園芸作物と観光そ結びつけた、いわゆる観光農業の充実を図るとともに、

その他の野菜の特産物としての産地化を促進し、あわせて地場流通を推

進するなど、関係者の意見を参考lζ館山市の農業の振興を図ってまいり

ます。

また、農業協同組合につきましては、農業協同組合法に基づく法人で

ありますので、市といたしましては指導監督する立場にありませんが、

今後も従来どおり農業協同組合が実施する各種事業について、農業振興

上必要な助言協力を行ってまいりたいと存じます。

次lζ 、大きな第 3点、都市計画道路の進捗状況についてでございます。

まず、小さな第 1点、現在、指定を受けている 11路線についての進

捗状況でございますが、昭和 44年に計画決定を行い、計画的lζ整備を

進めてきたと乙ろでございます。現在、八幡高井線 78 1 m、JII名大賀

線一一一いわゆる館山市バイパスでございますが、 52 0 0 m について整

備を進めております。乙れらが整備されますと、延長 1万45 1 mとな

り、整備率は約 36%となります。

路銀ごとに申し上げますと、八幡高井線 78 1 m、約 68%、北条安

布塁線 20 0 m、約 12%、船形館山港線 42 7 0 m、約 61 %、JlI名

大賀線一一ーその一部がいわゆる館山バイパスでございますが、 5200 

m 、約 50%でございます。

第 2点、うち 20年以上を経過している路線の原因と理由についてで

ございますが、昭和 44年の都市計画決定以前から継承している路線は

船形館山港線のみでございますが、現在、約 61 %を整備しております。

街路事業の整備の進捗につきましては、一道路 10年といわれますよ

うに投資金額が大きく、国庫補助との関連があることい代替地等用地取

得の解決に時間がかかることなどから、なかなか整備が進まないという

のが現状でと・ざいます。園、県平均で約 40%の進捗率と聞いておりま

す。

川名大賀線につきましては、昭和 44年計画決定の旧船形大賀線を館

山バイパス整備のため、昭和 56年、起点、幅員について計画変更をし

たものでございまして、今回、沼地域においてほ場整備のための土地改

良事業が計画されることにより、用地の確保が急務となりましたので、
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関係課と協議しながら地元と話し合いを進めていると乙ろでございます。

今後も、市街地整備や居住環境の保全、良好な道路ネットワークの確

保等慢先度の高い街路から、関係者の御理解と御協力を得ながら、極力

整備を進めてまいる所存でございます。

次lζ 、小さな第 3点、国道 127号線バイパスと都市計画道路 3 ・4

・11川名大賀線の併用はどうなっているかという御質問でございます

が、川名大賀線は外郭環状道路として位置づけ、計画決定されたもので

ございますが、国道 127号のバイパスが計画された乙とにより、通過

交通の排除という共通の機能、効果がある乙と、バイパスとしての位置

的な面からも適地であるとして、建設省において整備を進めているもの

でございます。乙れは一般国道のバイパスとしての整備で、自動車専用

道路ではなく、平面交差であり、荷側lζ 歩道が設置されるなど、市街地

への通過交通の排除と生活道路としての機能をあわせ有している道路で

ございます。

次に、大きな第 4点、船形地区l乙建設が予定される協同住宅について

の御質問でございます。

まず、小きな第 1点、首都圏におけるワンルームマンションがさまざ

まな問題を発生させている乙とは認識していると乙ろでございますが、

このような都会型のマンションが地理的、社会的な見地lと立脚して館山

市に立地するか否か疑問とすると乙ろでございます。 Lかしながら、御

質問のような形式のマンションが建設されることが予測される事態にな

ったときには、他市の指導要綱を参考lζ指導をしてまいる所存でござい

ます。

小きな第 2点、船形地区に建築計画のあります共同住宅はっきまして

は、現在、建築確認申請書が提出されておらず、建築主が近隣居住者lζ

配布した建築概要の範囲での内容把握でございますので、建築物の詳細

はっきましては不明でございます。

しかしながら、申高層建築物の対象として、館山土木事務所では、申

高層建築物事前公開等指導指針l乙沿って、近隣居住者と紛争が生じない

よう建築主に対し指導をしていると乙ろでございます。市といたしまし

でも、近隣居住者が生活環境を保持できるよう館山土木事務所と協議し
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ながら対処してまいりたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

(農業委員会会長斎藤 明君登壇)

。農業委員会会長(斎藤 明君} 辻田議員さんの御質問されました農

業の振興と自由化対策についての申での、 4蕃の急増しておる農地の転

用の状況とその対策についてお答えをいたします。

昭和 60年、 61年、 62年の過去 3カ年閣の農地転用の状況を見ま

すと、件数は多少ふえておりますが、面積的lζ は減少傾向はあります。

住宅建築がふえているのは、過去に転用の許可を受けたものとあわせ

て最近の金利の低下によるものと推察をされる次第でございます。

今後における農地転用の対策といたしましては、転用 lと伴う道路及び

排水路の整備、また転用による農作物等への被害防止の指導強化を行い、

優良農地の保全、確保を図るよう努力をいたしてまいりたいと考えてお

る所存でございます。

以上、申し上げまして、お答えといたします。

02 1番(辻田 実君) 再質問さしていただきます。

まず、最初に、市で高額医療の交付をしていると思いますけれども、

一番近い年度で結構でとぎいますが、その給付件数を館山市内と安房郡

と郡外lζ分けてわかりましたら教えていただきたいと思います。

0民生部長(小幡清之君) 高額医療の御質問でございますが、昭和 6

2年度の状況で申し上げますと一一高額医療というのは、 1件 100万

円以上という乙とになりますが一一寸総件数で 83件ございました。かか

った病院でございますが、東京が 10件、市内が 4件、県内が 69件、

以上でございます。

02 1番(辻田 実君) ただいまの答弁の申におきまして、第二次医

療圏の問題については広域圏との関係があるので、現状でいいだろうと

いう乙とを指摘されておりますけれども……。千葉県の医療計画という

のは乙乙にあるわけですけれども、乙の申lζ書いであるんですが、県下

には 19の商業圏がございます。安房郡内lζ は鴨川商業圏と館山商業圏

というのがあるわけでございます。これは御承知のとおりでございます。

乙ういうような商業圏が 19ある。したがって、保健所の数が 18ある
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わけです。この保健所というのは商業圏ごとにできているんです。 1っ

多いのは、市JIIと船橋の保健所があって、市川市というのは船僑商業圏

の中lζ 含まれておるものですから、乙のー商業圏の申に 2つあるという

以外は商業圏ーっという乙とになっているわけです。日本の医療制度、

医療行政の申の基本は、やはり医療圏というのは商業圏、経済圏、学校

圏、こういうものを基盤に進めていかないとその効果は上がらないとい

う乙とが指摘されているわけでございます。

そういう申で、市長は、広域圏がめるからしたがっていいだろうとい

うことでございますけれども、今、答弁のありましたように、高額医療

費 83件のうち市内で治療を受けた人は 4件でございます。他のものは

9 0何%のものが市外で受けているわけでございます。こういうことが

市民の医療体系というものを十分満たしているといえないんじゃないか

というふうに思うわけでございますけれども、乙の点については広域圏

だけでもって解消できるという見通しがあるのかどうなのか。

もう 1つは、やはり救急医療のととろでもって申し上げましたように、

広域圏だから館山市というのは出ておりませんけれども、乙の申でもっ

て 1時間以上一一救急出動があってから収容されるまで一一収容という

言葉は医療計画の申で出ているんですけれども、乙の収容される時間数

が 1時間以上のものが 14 5件あるわけです。しかも、救急出動されて

から 2時間経って収容されたのが 10件あったんですよ。 61年の統計

ということで出ているんですけれども、乙れは大変な問題だと思うんで

す。人命にかかわる問題でございます。

乙の救急出動の件数というのは、全県的lとみても安房郡は非常に悪い

んです。という乙とは、やはり第二次救急病院一一指定救急病院は先ほ

ど答弁がありましたように 15カ所あるわけでございますけれども、第

二次救急病院というのは館山市にはないわけでございます。鴨川と君津

しかないです。乙ういうような乙とが医療行政をかなり後退させている

ように思うし、その基本的な問題はやはり医療圏の設定に非常に問題が

ある。

何人かの医師に聞いたんですけれども、とても鴨川の医療圏と館山の

医療圏というのは全く違うんだ、乙れを県の乙ういうもので出たんだか
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らこれは大変な問題だという乙とで意見がなされているわけです。

ちなみに、この保健計画に対する各市町村長lζ アンケートが知事から

出されているわけです。そのアンケート lζ 対しての回答で、ほとんどの

市が 12の医療圏に絞ったことについて非常に都合が悪い、商業圏単位

にもっと縮めてもらいたいという乙とを 80%以上のと乙ろから出され

ているわけでございます。

その商業圏の問題でもって、一番矛盾が大きそうな館山においてこれ

が出されないという乙とについては、私は非常に残念に思っているわけ

なんですけれども、乙乙でもって鴨川の医療圏、館山の医療閣というも

のはどうしても一本でもって解消できるのか。同時記、長時間救急の現

状というのは乙のままの状況で解消できるのかという乙と。

3番目 lζ は、私は、館山lとは第二次救急病院がない、もちろん第三次

救急病院というのはない一一第三次救急病院というのは、全部で 7カ所

あるそうでございますけれども、鴨川と君津にはあるんですけれども、

館山市には 1件もない、乙の計画書はよりますと、そうなっているわけ

でございます。

という乙とが、高額医療者の件数が 83件申 3件しかないという乙と

は、私は館山の医療制度というものが乙乙 20年来非常に遅れをとった、

大変な問題だ、その乙とが同時に医療費の増額を来たし、健康保険制の

増額になっておる、乙ういうふうに思うわけで、市長は高齢者が多いと

いう乙とでございますけれども、しかしながら、乙の厚生白書の 120

すには高齢者だとか、高齢者死亡とか、そういうものには関係がない、

それは病床数と医療行政の無秩序な申からそうした問題が生まれてきて

いるという乙とが白書の申に書いであるわけでございま・す。

館山市が乙うした厚生省の見解と大幅に違って、ただ高齢者の多いの

がイコールということではないという乙とが乙乙に書かれておるわけで

ございますけれども、私もそう思うわけでございまして、むしろ乙の申

では無秩序なベッド数、医療行政、乙ういうものが各閣の簡の矛盾にな

っているという乙とでございますので、私はやはり館山市の場合lとは、

市としてはやはりそういう傾向の申にあるんじゃないかと思うのですけ

れども、乙の 3点についてお答えをいただきたいと思います。
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0民生部長(小幡清之君) まず、医療圏の問題でございますが、鴨川

地区と館山地区ということでお話がございましたんですが、医療計画の

申で定めております医療圏、これは御案内のように県下を 12ブロヅク

に分けているわけでございますが、実質的に何が医療圏lζ 分けて影響が

あるかというとペッド数でございます。医療圏ごとに必要ベッド数を出

しまして、その必要ベッド数と現在のベッド数がどうかという比較をし

ておりまして、足りないと乙ろは今後整備を進めていく、ベッド数が余

っていると乙ろは今後病院の新設計画、あるいは増床計画等については

慎重に対処してくというような乙とが基本的な考えで圏域が定められて

いるというように私どもは受け取っているわけでございます。決して圏

域が違うから入院できないとか、救急搬入ができないとか、そういった

ことは一切ないわけでございまして、圏域を越えでのそういった乙とは

自由でございます。

救急出動の時間の関係でございますが、やはり、市長の答弁にもござ

いましたように、内房、外房分けて、内科、外科という乙とで 15の病

院が輪番制であたっている一一県の指導も広域的lζ 輪番制であたるよう

にというようなことの指導もあるわけでございますけれども、安房地区

医療協議会、医師会でもってこれらを行っているわけでございます。そ

ういった関係で、安房郡市全域的に見ますと、そのように時間が若干か

かるという乙とも出てくるのではないか、乙のように考えます。

それから、館山市lとは、二次の救急病院がないではないかということ

でございますが、二次医療といいますか、入院できるといいますか、そ

ういった乙との夜間待機救急医療病院として 15施設のうち館山市内に

は医師会病院をはじめ 5施設がとぢいます。

以上でございます。

o 2 1番(辻田 実君) 乙の問題については、細かい詰めということ

よりも、かなりの見解の違いもありますし、そういう点でもってこれら

については長期にわたりまして、私はこの質問を通じて館山の医療状況

の実態というもの金把握しまして、今後長期にわたって改善していかな

きゃいけないと思うんですけれども一

かつて館山というのは非常に医療の進んだところでございます。大正

-6 0 -



の初頭lとは有名な石川啄木が館山で療養したらいいという乙とで進めら

れたんだけれども、それを怠っているうちに死んでしまった。したがっ

て、啄木が死んでから、直後lζ節子夫人が館山に来て治療した。そして

元気を取り戻して函館へ戻ったというような乙とも有名な話であるわけ

でございまして、さらには、館山市の名誉市民の申には純粋なお医者さ

んが入っておるというような乙との申で、医療というのは非常に大変だ

った一一一私は、新潟の小出町と交流しているんですけれども、そこの名

誉町民であるところの方が、やはり昭和の初頭に館山の名誉市民になっ

た穂坂先生という立派な先生に治療を受けるといいということでもって、

若いころに 2年聞にわたりまして治療を受けた、おかげさまでもって 8

0幾つまで健在であるという乙とでもって、本当lζ館山というのは思人

の土地である、医療技術の発達していると乙ろだ、あの時代lζ東京帝国

大学を卒業した医者がいるという乙とですから、館山というのはすごい

と乙ろですねという乙とを言っておったわけです。

かつては、館山は医療の先端をいくようなすばらしいところで、今も

私は医療というものについて非常に館山は進んでおるんじゃないかと思

ったら、私の身の回りの人lと聞きますと、大体、木更津か鴨川、さらに

は千葉に行ってしまって、館山では第一次診療を受けて、ほとんどそっ

ちに行かなきゃ用が足りないという乙とでもって、たいていそっちに行

くような傾向が多いわけで、私も最近の見舞いというのは市内の病院は

ほとんどなくて、 80%以上が木更津か千葉か鴨川に行っているという

状況でもってゆゆしい問題だと思っているわけでございます。

特lと、鴨川市長が、干葉県の医療計画について、リゾート地として発

展しようという鴨川市にとって、今のベッド数は多いといわれているけ

れども、しかしながら県外の人がたくさん来るという乙とになれば少な

くなるんだ、その点を考慮して医療計画を手直ししてもらいたい、こう

いうことを指摘されているわけでございますけれども、館山はリゾート

地として、特lと市長はウエルネス計画というものを基本にしているわけ

でございますから、そ乙でもって医療の果たす役割というものは非常に

大きいと思うわけです。最高の医療をもってくれば、私はリゾードの申

でもってそれが決め手になって、館山lと行って治療もし、そして体を回

-6 1 -



手十

復させようというウエルネスの真髄を発揮するには、やはり医療という

ものは一つの目玉になるんじゃないかというふうに思うわけでございま

すけれども、そうした面でもって第三次病院とか、第二次病院、乙うい

うものが減少しているという申においては、館山のリゾートの決め手と

いうものがなくなるんじゃないか、市長自身がウエルネスを強調しでも

医療の乙ういったものが遅れているという乙とになったんでは、乙れか

らのリゾート開発というものもできないんじゃないか。

そういう面におきましては館山におきますと乙ろの第二次病院、少な

くとも第三次病院ぐらいはつくって、かつて戦前から戦後にかけて、日

本でも館山というのは医療水準がものすごく高かったわけでございます

から、そこに遣するようなものが市の目玉としてあってしかるべきだと

いうふうに思うわけでございますけれども、そうした論議は最近聞けな

いというふうに思うわけでございますけれども、そういった構想なり、

話し合いというものはされておるのか、これからしようという意向はあ

るのか、その点についてお伺いしたいと思います。

。民生部長{小幡清之君) 大変、難しい問題でございますが、やはり

医療という問題、現在の時代におきましては館山市単独という乙とでは

なく、やはり安房地区の医嬢協議会なり、もっと広域的な面での検討が

必要じゃないか、乙のように考えております。

02  1番(辻田 実君) 広域圏とか、そういう隠れみのを言ってもい

けないんです。館山は館山でやるんです。館山の目玉なんですよ。外国

の一流の大学を出た医学博士の立派な医者でも呼んできて、ぞれで館山

市立病院で治療するということになれば、世界申から集まってくるんで

すよ。そういうのは日本の町でやっているところはあるんですよ。そう

いう意欲というものを持ってもらいたいと思いますね。館山市はそうい

うものがないんですよ。私はその点を一つ指摘しまして、こ乙でもって

結論をどう乙うというのは非常に困難だと思いますけれども・一一-。

そういう面でもって、館山はウエルネスの新しい時代を迎える申でも

って現実の問題と、今すぐにやはり日本的lζ 、または世界的に通用する

ような医療施設、医療技術、そしてそういった優秀な医者一一ーかつて穂

坂先生みたいのが大正の初めごろに来ているんですから、そしてそのほ
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か川名正義先生にしたって国立大学の病院を出て、あの時代lと非常に高

レベルの、日本のトップの医学部を出た人がぞろぞろいたわけですから、

それがいまではそういう面の数が非常に一---<!争の人が悪いというわけじ

ゃありませんよ、そういった水準からいくとやはり特色というのが薄れ

ているような気がいたしますので、そういう点の見直しをしてもらいた

L、。

実際lζ私の身の回りの人でもって、館山はいい病院つくってくれない

か、木更津、鴨川に行くのは容易じゃない、東京lζ行かなければどうに

もならないんだよという乙とでもって、館山はもうちょっとという声が

非常に強い乙とを私は訴えて、医療問題について今後対処していただき

たいと思います。

そして、 2番目 lζ 、農業の問題でございますけれども、乙れは乙うい

う実情の中でもって、館山市は減少しているのはやむを得ないわけでご

ざいますけれども、 1つだけ再質問したいと思います。

本来であれば、農業協同組合というのが農業政策、営農経営というも

のについて申心的に役割を果たさなきゃならないわけでございます。し

かしながら、巷問、聞くと乙ろによりますと、現在の館山市農協は市の

肝いりでもって合併を促進して、一本化して独立したわけでございます

けれども、その後どうもあまりうまくいってない。現在では、大変な負

債を抱えてそれどころではないというようなことがいわれておりまして、

農民の何人かの人からももっと市が力を入れて農協の健全な再建という

ものを果たしていかないと大変なんじゃないか、乙ういう点がいわれて

おるわけでございますけれども、そうした状況というものは市の申でも

って把握きれておるのかどうなのか、乙の点について御質問を申し上げ

ます。

0経済部長(安西良一君) おっしゃるとおり、館山市農協におきまし

ても大変経営が苦しいということは伺っております。しかしながら、 6

2年度の決算状況を見ますと、やや上向いてきておる、 62年度につい

ては黒字であるというように承っております。それは一つの結果論でご

ざいますけれども、農業協間組合を市が直接指導監督をするということ

にはいかないわけでございますが、またいろいろ機会をとらえまして、
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私どもが助言できるものは助言するし、助力できるものがあったら助力

していきたいというように乙れからも考えているわけでございます。

02 1番(辻田 実君) 館山市は、かつて県の肝いりでもって暖地園

芸というものがありましたものですから、館山の農家は乙の暖地園芸の

指導のもとに花井、園芸、乙ういうものが非常に栄えまして、東京の市

場を独占するというような事態があったわけでございますけれども、最

近はそうしたものも多少立ちおくれ傾向にあるわけでございまして、新

しいそうしたものの意欲、ねばりというものが見られないわけでござい

ます。

最近、非常に多くの農村の申で実験的に一一ー九州等におきましては、

バイオテクノロジーを申心としたと乙ろの新しい農業の振興というよう

なものも町ぐるみで取り組んで、新しい農村の開発というものも始まっ

ているわけでございます。乙うしたものは、やはり主体になるべき農協

なり、そういうものがきちんとし、それと市町村というのがお互いに手

を取り合って、新しい農業というものを築いていかなきゃならない。

真撃の気性にあふれる館山であるわけでございますから、したがって

そういうような根本的な農業政策というのは市が先頭に立ってやってい

かなければならない。市が先頭に立つにはまず農協というものをきちん

としておかなきゃいけない。そういう面では、農協は農協組合法によっ

てどうの乙うのなんて、乙ういう状態じゃない。そういう乙とで、館山

市の農政というのは全然進まない。したがって、館山市は農業について

何色省みないという不満が非常に多いじゃございませんか。

そういう面では、まず私は、第一段階として農協の健全的な育成、乙

れは農協だからという乙とではなく市の問題でしょう。いろいろな農協

に対する補助金はぽんぽん出す。その受け入れが果たして営農経営なり、

農業の振興についてどのくらい浸透しているかという乙とについてはわ

かりませんけれども、私は相当な効果を上げているというふうには思い

ますけれども、反面、農協の今の実態等を見るときにはなかなか乙れじ

ゃ焼け石に水という状況もあるんじゃないか、乙ういうふうに考えられ

るわけでございますけれども、そういう面についてひとつバイオテクノ

ロジー云々という乙とではなくて、乙ういうような新しい一一ーかつては
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園芸地帯として、競菜地帯として、暖地園芸を申心lとして日本の先端を

きった農業をひらくというような方向をひとつ出してもらいたい。二次

産業はないんですから、農業、漁業lζ依存しなきゃだめなんですよ。そ

の点はひとつお願いしたい。

特tζ 、リゾート地、観光地として、観光農業がやはり栄えなければな

らないと思うんですけれども、乙の点、手が抜けていると思う。私は、

観光農業の決め手でもって大成功をしたと思われるイチゴがあったと思

うんですが、イチゴは 20年間減少しているじゃありませんか。かなり

ぜークを過ぎてきているんです、作付面積、作付農家数からいって。ち

ょっと驚きましたんですけれども。やはりリゾート、観光と結びついて、

そういった観光みやげ一一昔山に来れば乙ういう農産物がみやげになる、

あれを買いたいから館山に行くんだ、乙ういった農業と結びついたリゾ

ートというものがなければ、リゾートなんて何にもなりません。客が来

ていろんなとみや公害をばらつかせてみやげ物色買わないで帰ってしま

うというんでは館山はやせちゃいますから。来るという乙とは魚を買い、

農産物を買い、ぞれを食べ、館山の農業なり漁業なり、そしてそれに伴

うと乙ろの商業が潤うという乙とがリゾートが来ていいわけでございま

すから、農業が乙ういう形の申で停滞していたんでは幾らリゾートを持

ってきたって館山市民おきましては得になる乙とが半減してしまうとい

うように思うわけでございます。

そういう面については、イチゴが決め手だと思ったんですけれども、

イチゴは下がっている。ただ、神戸地区のレタスだけはどうやら年々上

がってきているようでございますが、やはりああいった産地形成という

ものを真剣に乙れからやっていきながら、やはり力強い農業政策という

ものは市が出てもらいたい。農協がだめだから、農協ですよ、という乙

とだったら、農協がやらずに、市が農協任せにしておったら農民はどう

なるんですか。乙の辺は考えていただきたいと思います。

ぞれから、 3番目の、都市計画道路でございますけれども、乙の申で

端的比いいまして、進捗率の遅い乙とについては私は指摘だけにとどめ

て、乙れ以上乙乙で論議をしても平行論になりますけれども、進捗率が

遅れているという乙とについては非常に残念に思います。乙れは市を挙
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げて陳情もし、あらゆる手だてを立てて、やはり 20年近くも開通でき

ないという乙とであったんじゃ非常に困るわけでございますから、して

もらいたい。

その中でも、 44年lζ見直し、さらに 56年lζ 見直しをしてきている

わけでございますけれども、例えば館山駅鶴ケ谷線 3・3・1、八幡館

山線 3 ・4 ・4、それから八幡北条線 3 ・5 ・8、乙れらの路線につい

ては現実的に非常に難しいような状況にあると思います。乙れを設定し

た時点の 44年、その乙ろと今の状況というのはかなり変わってきてい

ます。私は、これをこのまま設定しておいて、見直しもしなければその

ままという状況の中で、先の見通しも立たないという申で放っておくと

いうことは問題があるんじゃないかというふうに思うわけでございます

けれども、乙の 3路纏lと対するところの対応というか、見直しなり、そ

ういうものの検討というものはされておるのかどうなのか。されておら

ないとすれば、乙の路線というのは、今全くどこら辺にどうできるのか、

地域の住民の人もわかりませんよ、あるらしいというだけの乙とでもっ

て、そういうような乙とでもって故置するということは非常に問題があ

るわけでございますけれども、乙の 3線についての状況、対応への考え

方、そういうものについてお答えをいただきたいと思います。

。経済部長(安西良一君) 館山駅鶴ケ谷線あるいは八幡館山線、乙の

両線につきましてまずお答えを申し上げたいと存じますが、乙の路線に

つきましては、やはりいろいろ難しい点がございます。しかしながら、

乙のネットワークというようなものは、道路交通上、両線とも大変大事

な路線でございます。都市活動が一体として機能を果たし得る都市計画、

決定がなされておるわけでございます。

館山駅鶴ケ谷線につきましては、主要交差点である館山駅広から八幡

高井線lζ接続しておりまして、商業あるいは業務の集積地、住宅地域と

して有機的に結ぶ路線でございます。かっ商業業務機能向上につながる

路線だというように考えられております。

八幡館山線でございますが、これは現状を見ますと、大変家屋が張り

ついておりまして、事業推進上、困難性はあるわけでございます。

しかしながら、道路整備をする目的には交通上の問題だけではござい
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ませんで、居住の環境、生活の環境あるいは防災機能及び生活の必需施

設といいましょうか、必要施設といいましょうか、電気や通信あるいは

ガス、公共下水道などを確保するために也大変空地が必要でございます。

乙ういった面からも重要なものであるというように考えております。乙

のような乙とで都市計画事業は長期的な展望に立って実現を図っていく

事業でございます。したがいまして、現時点で計画をすぐ変更するとい

うような乙とは当たっていないんじゃないかというように考えるわけで

ございます。

また、銀座通りといいましょうか、乙の路線につきましては、昨年度

その整備手法についていろいろ調査をしていただいたわけでございます

が、その申でもやはり道路を拡幅して整備をすべきであるというような

答申が出ております。市といたしましでも、大切な地域でございますの

で、できるだけ早い時期lと乙ういったものもあわせて整備をしていきた

いというように考えております。

以上でございます。

o 2 1番(辻田 実君) 乙の点につきましては、都市計画があるから

やるんじゃなくて、住民がいるから住民のためにやるという観点に立っ

て、日進月歩の時代です、そういう方向でもって、そういうメンツにと

だわらずに対応していただきたいと思います。

最後になりますけれども、船形地区の共同住宅の建設については、他

市の指導要項、そういうものも十分参酌しながら、申請が出てきた場合

には対処するというととでございますから、そういう乙とでぜひやって

いただきたい。

そして、同時に、これを機会lとそういった指導要綱というものをつく

る一一市冬わるわけではないと思いますから、そういった建築指導要綱と

いうものをつくるお考えがあるかどうなのか、その点について一つだけ

お伺いします。

。経済部長(安西良一君) ワンルームマンション!とついての指導要綱

をつくるかどうかという乙とでございますが、これらはっきましては市

長答弁 lともございましたように、館山市の現況をみると、いわゆる県北

の方とは違いまして、出てくる可能性というのは非常に少ないだろうと
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いう見解を今持っているわけでございます。万一、そういう乙とで出て

くるような事態になったならば、指導要綱も考えて検討していきましょ

う、乙ういうような乙とでございます。

以上でございます。

O議長(飯田義男君) 以上で、 21番議員辻田 実君の質問を柊わり

ます。

次lと、 11番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1 1番議員神田守隆君登壇)

o 1 1番(神田守隆君) すでに通告をいたしました 5点について、半

海市長にその所信をお尋ねをしたいと思います。

まず、第 1点は、市民生活と市財政l乙深刻な影響を及ぼす消費税に、

市長において反対の意思表示をすべきと思うわけでありますが、乙れに

ついてどのようにお考えかという点でございます。

政府自民党は、国民多数の反対の声を無視して、消費税を導入しよう

としています。乙の消費税は、すべての商品、サーピスの取り引きに 3

%の税金をかける大型間接税そのものであり、明らかに一昨年の衆参同

時選挙で自民党が繰り返し明言した、大型間接税は導入しないとした公

約lζ違反するものであります。自民党はみずからの公約を守るべきです。

どうしても導入するというのなら、国会を解散し、選挙で国民に信を問

うべきであります。

消費税は、食斜品への一律課税をはじめ、公共サーピス斜金も含めて、

原則的lζ例外なしにすべての商品、サーピスに課税するものであります。

乙のため、その所得lζ対する負担割合は、低所得の人ほど重〈なる、い

わゆる逆累進性は昨年の売上税lζ比べても一層ひどいものになっていま

す。所得の低い者ほど負担の重い消費税は不公平税制の是正とはまさに

正反対のもので、ますます不公平を拡大する最悪の税制であります。

消費税は、生活していればだれでも避ける乙とができません。薄く広

〈課税するという消費税は限りなく人頭税に近く、 5兆 40 0 0億円の

税収は国民 1人当たり約 5万円、 4人家族で年間約 20万円もの負担と

なります。乙れは館山市民全体では年間約 28億円もの負担をする乙と

になります。消費税は市民生活lと深刻な負担増をもたらすと思うのであ
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りますが、市長はどう思いますか。

次lζ 、消費税は、市が実施している各種の市民サーピス、例えば水道

などの料金にも課税される乙とになり、事業主体である館山市自身が納

税義務を負うことになります。水道、くみ取り、市民センターの利用斜、

学校給食、市営住宅の家賃、ごみ収集の手数料、火葬の代金、温水プー

ルの使用制、国民宿舎、ユースホステルなど、市あるいは市に関係する

各団体が実施している乙れらの市民サーピスすべて他方面にわたってく

るわけであります。市政のあらゆると乙ろで乙の消費税が顔を出します。

市は納税義務者としてこれらの斜金に消費税を上乗せするとすれば、市，

民の暮らしを直撃する乙とになりますが、市民に負担転嫁は当然とお考

えになりますか。

第 3，ζ ~ 消費税は、館山市の財政にも深刻な影響を与えるものと懸念

されます。まず、税制改革の名のもとに市民税など地方税の減税が実施

されます。乙のため、地方自治体は自治省の誌算で 2兆 9000億円の

財源不足になります。その補てんは、消費税財源からするとしています

が、それは 2兆 1000億円に過ぎず、差し引きで地方自治体は絢 8O. 

o 0億円という巨額なマイナスが出てまいります。乙れは地方財政計画

の規模から、館山市の予算規模との関係で考えますと、市の財政にも歳

入面で深刻な影響が及ぼされ、約 1健 50 0 0万円規模の大幅な減収に

なる乙とが懸念きれます。

さらに、消費税は歳入面ばかりか地方自治体が購入する物晶サーピス

などはすべて消費者として消費税を負担する乙とになります。乙れらの

消費税導入による歳出面での当然増は政府の財源補てんでは何らの配慮

もされません。この歳出面での負担増はすべて地方自治体が負担をしな

ければなりません。その規模は 7000億円規模になるものと見込まれ

ます。館山市財政の歳出増について、本年度当初予算で試算を私なりに

いたしますと、約 1傭 8000万円にもなる乙とが考えられます。乙の

分はそのまま市財政の負担増になります。

消費税導入は、現在時点でも市財政lζ 歳入歳出あわせて約 3億円規模

の探刻な影響を及ぼすものと思うわけでありますが、市長はどのように

考えるのかお考えをお聞かせいただきたいと思うのであります。
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次lζ 、大きな 2、市民の住環境保全と申高層建築物の建築規制につい

てお尋ねをいたします。

去る 8月 6目、船形堂の下の一部住民lと突然仮称ピッグアイランドク

ラブハウス館山の建築計画なるものが「ごあいさつ」として配布され、

現地にはその旨を表示した立て看板が立てられました。計画はよります

と、乙の建て主は乙の 1月に設立されたばかりの、東京・台東区lζ本社

のある資本金 500万円の株式会社ピッグアイランドで、建物は敷地わ

ずか 29 7 mt、約 90坪ほどの敷地に鉄筋コンクリートづくり地上 5階

建て、高き 13. 19mの建物を建てようというものであります。その

用途は共同住宅、事務所とされていました。

乙の計画書が配布され、周辺の市民は「乙れは因る」という乙とで、

建築様認申請を受理しないよう求める陳情書を市にも市長宛に提出しで

あるので、市長も乙の乙とについては御存じのととと思います。乙のピ

ッグアイランド社の中高層建築については日照障害や電波障害、あるい

は風害、プライパシーの侵害、排水による汚換など、周辺住民の生活環

境が侵害されると思うのでありますが、どのようにお考えでありますか。

次lζ 、今回の計語地の船形堂の下は、都市計画法の住層地域の用途指

定地域となっております。乙のため棋の申高層建築物事前公開指導指針

の対象に該当するという乙とで、事前lζ計画の概要が住民lと知らされま

した。乙の指導指針は単lζ事前公開を指導するというだけに過ぎません

が、乙の県の指導指針がなければ住民の知らない聞に計画が進められ、

気がついたときには、その生活環境が著しく損われるという危険がござ

いました。

昨年の 9月市議会で、私は、市の宅地等開発指導要綱の見直しを求め

ました。近隣の千倉町や富津市などでは開発面積ばかりか建築物の高さ

についても開発指導要綱の対象として事実上の規制を実施している乙と

を紹介し、館山市でも指導要綱に建物の高さに対する規制を盛り込むよ

う提案してまいりました。しかし、残念な乙とに今回の見直しにおいて

は建築基準法で対応できるという乙とを理由民、建築物の高さに対する

規制は盛り込まれませんでした。そうした申で、今回の乙のピッグアイ

ラシド社の建築計画が出てきたのであります。
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市lとは、申高層建築から市民の生活環境争守るための規定は現在のと乙

ろ何もありません。改めて市民の住宅環境を守るために、乙の館山市と

しての姿勢について、どのようなものかお尋ねをしたいと思うわけであ

ります。

大分県の湯布院町では、中高層建築物から住民の住宅環境を守るため

に、申高層建築物を建設するには周辺住民の同意を義務づけた住環境保

全条例をつくっています。条例文はすでにお渡ししてありますので、検

討されたものと思います。従来の指導要綱による規制をさらに進め、市

民の住宅環境を守るために、館山市住環境保全条例をつくる考えはない

のかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。

第 3点は、ゴルフ場の農薬使用規制問題についてでございます。

ゴルフ場は、広大な芝生の管理のために除草、殺虫、殺菌lと大量の農

業を使用しますが、乙のゴルフ場の農薬使用が環境破壊や健康障害をも

たらすなど、新たな社会問題になろうとしております。千葉県は 6月の

設が党議員の質問lζ対して、ゴルフ場の農薬散布による環境汚染を懸念

し、実態調査を進めるとしています。乙うしたさなか先月 8月には、埼

玉県の小川町でゴルフ場の農薬使用lζ対し、住民が定期的lとチェックを

するという環境保全協定が町立ち会いのもとに業者と住民の間で結ばれ

ました。その協定全文の写しは市にもお渡ししたとおりでございます。

市内lζ は現在 2カ所のゴルフ場がありますが、その農業使用の実態に

ついて、乙れまで把握はしてなかったものと思います。ゴルフ場の農薬

使用は環境破壊や健康障害などをもたらすものと思うのでありますが、

市はどのように考えておりますか。また、環境保全協定を業者と結ぶな

ど、市の対策についてはどうお考えでありますか、お聞かせをいただき

たいと思います。

第 4点は、水源の保護条例の問題についてでございます。

館山市は、水道水源lと恵まれません。それだけにその水源には貴重な

色のがあります。最近はリゾートなどさまざまの開発が急速に進もうと

しておるわけでありますが、民間活力による開発はもうけがなければや

らないという乙とであり、ややもすればもうけ第一主義になりがちであ

ります。乙のため乱開発で貴重な水源が汚染される乙とが懸念されます。
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去る 3月の市議会でも水道水源lζ ゴルフ場は認めないとの市長のお考え

を伺いましたが、さらに水源保護についての考えを進め、水源保護条例

を検討してはどうかと思うのであります。

水道法第 2条は、国や自治体lζ水源の清潔保持のために必要な施策を

講ずる乙とを求め、その責任を明確にしています。水源の汚染要因はゴ

ルフ場lと限りません。産廃処分場がつくられでも図りますし、汚濁物質

を排出する工場も困ります。採石や砂利採取なども因ります。三重県の

津市では産業廃棄物の処分場の設置をめぐって水源の保護条例が制定さ

れました。また、お瞬の君津郡市においては、君津、木更津、富津、袖

ヶ浦などでやはり水源地に産業廃棄物の処分場を県が認めるというのに

対し、小根川の水源を守れと大変大きな住民運動lζ なろうとしておりま

す。水源の保護は市政の重要課題、市の責任だと思うのでありますが、

どのようにお考えですか、お聞かせをいただきたいと思います。

最後でありますが、第 5点は、図書館の開館時間の問題についてでご

ざいます。

現在の図書館の開館時間は、午前 9時から午後 5時まででございます

が、乙の時間では勤労者にとっては利用しにくくなっています。勤めを

終えた勤労者が、気軽lζ 図書館に寄り、費税の提供を受けられるように

するには開館時聞を延長する必要があります。図書館の年間貸し出し数

8万 9903冊一一乙れはお金lζ換算するのは必ずしも適切ではないと

思いますが、しかしながら一つの目安として考えた場合、どれくらいの

市民サーピスを図書館がしているか一つの指標になるかと思います。 6

2年度の図書購入単価 16 3 1円を乙の図書の貸し出し総数に掛けあわ

せますと、年間約 1億 5000万円の市民サーピス、もし図書館がなく

て市民がその本を購入するとすれば約 1億 50 0 0万円分の出費を強い

られたわけでありますから、ぞれだけの市民サーピスをしていた、乙う

いう乙とになろうかと思います。さらに、必要な資料が的確に提供され

るなど、無形のメリット也大変大きなものがあろうかと思うわけであり

一
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主
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主
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華
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華
E
Z
Z

ます。

しかしながら、図書館費は年間わずか 16 0 0万円余でございます。

人件費を加えても市民へのサービスという点からすれば図書館のその充
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実を図る乙とは大変重要なことかと思います。図書館の蔵書は市民全体

の財産であります。これ舎できるだけ多くの市民が気軽に利用できるよ

うにする、乙れは市政の重要課題かと思うわけであります。乙うした点

から図書館の職員をふやして、図書館の開館時聞を延長する、乙の乙と

について提案をするわけでありますが、市長はどのようにお考えになり

ますか、そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上、 5点にわたって御質問をいたしましたが、御答弁lとよりまして、

再質問をさせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君} 神田議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、消費税に関連する質問でございますが、税制改革の問

題につきましては、本年 6月定例市議会において御答弁を申し上げまし

たとおり、基本的には国政の場で論ぜられるべきものだと考えておりま
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す。

今回の税制改革は、シャウプ勧告以来の抜本的な大改革であり、その

申心をなす消費税の導入や影響等lζ関しましては、さまざまな主張がご

ざいますが、改革内容につきましては、増減税が一体となっており、マ

クロ的lζ は減税額が増税額を上回る減税先行型と理解していると乙ろで

ございます。

確かに、消費税が導入きれますと、市員生活には影響が生じるもので

あるとは存じますが、乙れから国会において税制改革関連 6法案が審議

されようとする段階でございますので、乙れらの推移民ついて注意探く

見守っていきたいと考えております。

次lζ 、小さな第 2点の御質問でございますが、御指摘のように政府が

国会に提出いたしました消費税が導入されました場合には、使用斜等に

ついては原則として利用者が負担する乙とになるわけでございます。今

後の対応といたしましては、当面法案審議の推移を見守るとともに、導

入された場合の使用斜等につきましては、斜金事務の繁雑き等も踏まえ

て検討してまいりたいと考えております。

次lと、小さな第 3点でございますが、現在の消費税案が導入されまし

た場合の、歳出への影響につきましては、政府、各政党、大学、金融機
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関等々、それぞれの視点で試算をしているところでございます。

市財政への影響についてでございますが、法案の実施に当たっては、

細部にわたって不透明な部分がございますので、的確な見込み額を算出

する乙とははなはだ困難でございますが、その影響額はおよそ 50 0 0 

万円から 90 0 0万円程度になるのではないかと考えております。歳入

につきましては、減税の膨響としておよそ 6000万円が見込まれてお

ります。

なお、これらの影響につきましては、今後地方財政計画の申で、どの

ように補てんされるかが問題となるわけでございますが、いずれにいた

しましでも税制改正の動向を踏まえ、弾力的な財政運営に努めてまいり

たいと存じます。

次に、大きな第 2点、市民の住環境保全と申高層建築物の建設規制に

ついてでございます。

まず、小さな第 1点の、御質問の建物につきましては、現時点で詳細

な計画が不明でございます。しかしながら、建築計画概要から推測する

と、生活環境への影響があると思われますので、現在、館山土木事事所

では、近隣居住者との簡に生ずる紛争をできる限り防止するため、関係

者に説明会を開くよう建築主等に行政指導をしていると乙ろであります。

市といたしましても、館山土木事事所と連携をとりながら、周辺住民

等の生活環境が著しく侵害きれないよう指導してまいりたいと考えてお

ります。

次位、小さな第 2点でございますが、都市計画法、建築基準法、自然

公園法及び千葉県中高層建築物事前公開等指導指針等の現行法によって

対処しておりますので、現時点での条例の制定については考えておりま

せん。

次{ζ 、大きな第 3点、ゴルフ場の農業の問題でございます。

小さな第 1点はっきましては、ゴルフ場での農薬使用については、農

薬取締法または使用取扱誕明書記より安全かっ適正量を散布使用してい

ると聞いております。

なお、県におきまして、県内すべてのゴルフ場について、農薬使用実

態調査を実施したと聞いておりますので、今後、県の指導を得ながら、
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さらに実態の把握lと努めてまいりたいと考えております。

次lと、小さな第 2点の御質問でございますが、既設のゴルフ場及び今

後計画されているもの令含めまして、生活環境保全対策上、住民から要

望があれば企業と住民が協定を締結する際、市が立会人となり、住民の

安全を図ってまいりたいと考えております。

次lζ 、大きな第 4点、水源の保護条例についての御質問でございます

が、水道水源の汚濁を防止する乙とはもとより、清浄な水を確保するこ

とは水道事業としての責務と考えております。開発行為はっきましては、

館山市宅地等開発事業協議基準はより規制を行っております。特lζ 、水

道水源地域内での産業廃棄物処理業等の規制につきましては、今後県と

も密接な連絡をとりながら、水源保護条例について検討してまいる考え

でございます。

次に、図書館の開題でとぎいますが、図書館につきましては、教育長

から御答弁を申し上げます。

(教育長福原 修君登壇}

。教育長(福原 修君) 図書館の問題につきましてお答えをいたしま

す。

図書館の開館時間を延長したらどうかというような御質問でとぎいま

すけれども、現在、御指摘のとおり、午前 9時から午後 5時まで開館い

たしております。また、土曜日、日曜日色平常どおり開館いたしており

ますので、勤労者はじめ一般の方々の利用につきましても支障がない、

乙のように考えておるわけでございます。したがいまして、開館時間の

延長は現在のと乙ろ考えておりません。

o 1 1番(神田守隆君) 消費税の問題についてお尋ねをいたします。

これは国政の場で論じられる一一一まさにそのとおりでございますので、

国政で論じた申で乙うした問題点がさらに明らかになってくるのではな

いか。しかしながら、館山市という点から見た場合に、どういう問題が

懸急されるのかという点は、しっかりと据えて乙の国会での論戦も見て

いかなければならないだろう、乙う思うわけです。そうした点から、市

の方でどういう点を考えなければならないか、どういう点を見なきゃな

らぬかという点で御質疑もしたい、乙う思うわけであります。
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まず、第 1点でありますけれども、消費税はいわゆる逆累進性、竹下

さんは 7つの懸念の一つに挙げたわけでありますけれども、乙れはいか

んとも避けがたい。所得の低い人ほどその所得に対する負担割合が高く

なる、乙の消費税は紛れもない事実だろうと思うんです。館山市の所得

の水準というのは、決して高い自治体だといえる状態ではありません。

かつて売上税のとき議論もいたしましたけれども、圧倒的多数は減税よ

りも増税になるだろう、乙ういうような試算もそれぞれされているわけ

です。乙れの子細についてもいろいろ議論がありますから、それについ

てはまた別のと乙ろで議論もしていきたいと思うんです。

そして、乙 ζ では、市財政との兼ね合いで一つはっきりさしておきた

いと思うんです。先ほどのお話ですと、原則として利用者が負担をする

んだ一一一市の水道斜金はじめ、そういう乙とですと、すべての市の公共

斜金が原則的lζ一一明外的には事務上の手続きからかなり繁雑になるか

らやめようとかという話もあるけれども、原則としては全部それを転嫁

するんだ一一一乙れは大変な乙とだと思うんです。公共斜金を全部見直し

てでも消費税負担分はやる、ぞれは当然だ、乙ういうふうにお考えです

か。

0総務部長(渡辺秀夫君) 神田議員の利用者への転嫁という乙とでご

ざいますが、法文、その他、ちょっと内容について不明確なと乙ろがご

ざいますものですから、なかなかはっきりした乙とは言えませんが、確

かに低額なものについていちいち全部やっていくというような乙とも難

しいだろうし、また今後の推移を見なければ何とも言えませんものです

から、ひとつその辺で御勘弁いただきたいと思います。

o 1 1蕃(神田守隆君) よくわからぬという乙とのようですから・・…。

ぞうすると、質問が結まっちゃうんですが、質問がなかなか進みません

ね、それじゃ。

先にいきましょう。市財政への影響の問題について、先ほど 50 0 0 

万乃至 90 0 0万円が出ます、乙ういうふうに見積もれるというお話が

ございました。私は、 3億ぐらい出るんじゃないかというふうに初めの

質問で言ったわけです。大分差があるわけです。 5000万から 900

0万、それだって大変な問題ですよ。乙れだって非常に大きな問題です。
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そ乙で、歳入と歳出と両方あるんですが、特に歳入の問題につきまし

て、大蔵大臣と自治大臣との聞で折衝をやった、とにかく穴があいちゃ

うんだから、減税やるんだから、地方の方も泣いてくれ、いやそうはい

かないと自治大臣がんばったというんですけれども、結局差し引きで地

方自治体は約 80 0 0億円穴があいちゃったというのが折衝結果でしょ

う。 8000億円だれが負担するのか、地方自治体がその分泣かなきゃ

ならぬという乙とです。地方財政計画全体で 56兆ですか、 そして 80 

乙れは館山市の財政規模 100憶からしてどのく

らいになるか、ざっくりいって 1憶 5000万、歳入面だけで穴があく

んじゃないですか。ですから、極めて控え目の 50 0 0万とか 90 0 0 

。。億円の穴があく、

事
亘
書
一
三
一
三
三
宮
吾
三
三
千
三
三
一
三
主
主

E

三
三
三
圭
三
三
手
一
言
一
Z

一宮一τ
一
三
喜
一
Z

一葦蔓
Z

一Z
一三一喜子一=一冨一
T

一Z
一言一7
一蔓
Z

一Z
一宮一歪霊童守

万とか言ってますけれども、かなり少ない。乙れは歳入面だけで 1憾 5

000万規穫の穴があくんですよ、乙れが自治大臣と大蔵大臣との 80 

o 0億円の穴があくという折衝結果、その内容なんじゃないですか。歳

入で幾ら穴があくというふうにお見込みですか。

0総務部長(渡辺秀夫君) 先ほどから何度志向じような乙とを言って、

大変恐縮でございますが、何分にも、あれ見まして、減税の個人住民税

とか、そういうものについてはおおよそのものは出ておりますが、

o 0万ぐらいと先ほど市長からも答弁したとおりでございますが、

o 0万くらいの歳入の落ちで済むかどうか、その辺は今の段階でははっ

きりした乙とは言えません。

01  1番(神田守隆君) 大蔵省の方が一枚も二枚も上手なんです。そ

ういう乙とを言ってるから地方自治体みんなやられちゃうんですよ。

000億円も穴をあけちゃうことになるんですが……。

市長さんは、 6月の議会のときに地方六団体は声をあげて、歳入の穴

については認められないんだ、地方六団体は乙ぞってそういうふうに意

見を出しているんだ、乙ういうふうに言ったんですけれども、結果は 8

000 億の大穴じゃないですか。その乙とーっとってみても、乙の消費

税問題というのは認められないことなんじゃないか。地方財政を預かる

市長さんの立場として、乙の 80 0 0億円も穴をあけた大蔵大臣と自治

大臣の折衝結果についてどのような御感想をお持ちですか。

。市長(半海良一君) 確かに 79 0 0 {患の赤字といいますか、財源不

6 0 

6 0 

8 
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足が生じるという、自治大臣と大蔑大臣の折衝ではそういう結果になっ

ておりますけれども、それには大変含みがありまして、今後の税収の自

然増というものを大幅にみている、国自体色そうみているわけでござい

ますので、そういう意味でしばらく消費税の審議の経過あるいは今後の

財政の、税の収入等の一一骨全体の、また館山の場合も多少関係はもち

ろんありますけれども、国全体の税収の動向を見ていきたい、そういう

ふうに考えております。

o 1 1番(神田守隆君) 含みがあるという乙とで、少し色がつくとい

うぐらいの話だと思うんです。しかし、乙の大きな穴をあけちゃったと

いう事実は残ります。館山市でも推移を見守る、推移を見守るといって、

来年の予算の編成の基準や何か示された段階になってきて、消費税が通

ったということになると大変なことになる。そういう点をひとつしっか

りと見ていただきたい。

そういう点で、市長さんも「私は消費税に反対だJ、はっきりそうい

う立場をとっていただきたいと思うです。乙れについては推移を見守る

というんで、賛成だか反対だかわからないですけれども、乙の 80 0 0 

僚の問題ーっとってもとんでもない、乙ういう乙とやっちゃ因るんだと

いう声をあげてもらえませんか。

。市長(半海良一君) いつも申し上げておりますとおり、国の地方財

政計画に従って財政運営をしていくつもりであります。

o 1 1番{神田守隆君) 次lと移ります。

住環境保全問題と申高層建築の建設規制についての問題でありますが、

ちょっと先ほどの答弁ですと、著しく住民の生活環境が侵害きれないよ

う指導をしていくというようなととを言われました。どうもはっきりわ

からないんですが、館山市としては乙うしたピヲグアイランド社の申高

層建築についてはどういうふうに考えているのか、どうしでもやるとい

うならしょうがないというふうに考えているのか、いや市としては乙れ

については反対だ、乙ういう乙とは住民の生活環境を守る上でできるな

らやめてほしい、乙ういうふうに考えているのか、乙乙なんです、問題

は。ぞれについてどうなんですか。

0経済部長(安西良一君) 先ほど、市長の方から御答弁がございまし
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たように、現在でもやっておるわけでございますけれども、県の建築指

導指針ですか、事前公開等指導指針、あるいは建築基準法等の規制に基

づきまして、それをかたく守らせるというような形で指導するように考

えております。

o 1 1番(神田守隆君) かたく守るというのは結構なんですよ。しか

し、乙乙で決まっている乙とは、事前に住民にお知らせしなさい、そし

て、お知らせするという乙とはどういう乙となのか、ピラを 1枚配れば

お知らせになるのか、住民lζ説明会を開いてよく話し合いした乙とがそ

ういうことになるのか、乙れはずいぶん違うわけです。そこなんです、

問題は。

しかしながら、乙乙でお尋ねしたいことは、計画の内容、現在の時点

で住民は反対だ、乙れでは住民の生活環境を守る乙とにはならない、乙

ういう計画は初めから議論はならないと言っているんです。そういう段

階で館山市としては話し合いをしなさい、話し合いをしなさいというの

は、建築促進になるんですよ。ですから、いま簡いているのは、市とし

ては反対という態度なのか、賛成という態度なのか一一ーしかし、市民権

限がないのも事実ですよ。市が反:対だから乙れはできませんよ。市lと建

築確認を受理する、受理じ主主い?という権限が法律上あるならばできるで

しょう。権限がないんだ。権限はないけれども、市としては反対なのか、

賛成なのか、そ乙から市の対応も出るでしょうということなんです。そ

の辺はどうなんですか。

0経済部長(安西良一君) まだ建築確認申請が出ておりませんので、

はっきりとした乙とは申し上げられませんですが、いわゆるお知らせと

称しまして、地元の近隣の皆きま方lとお知らせをしている内容から検討

いたしますと、若干建築基準法l乙違反する点があるというように思われ

ます。

例え tt、容積率、日影規制はよります制限、これは実際にどういう宅

地の申にどのような計画でなされるかというような乙とが図面上はっき

り示きれないと、その辺実際にはわからないわけでございますが、それ

らの点があるということ。あるいは高き制限でも建築基準法を超えてお

る、少なくともそういうようなことが見受けられるわけでございます。
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乙ういったと乙ろから、また地元の皆きま方から建築確認申請を受け

取らないでほしいというような陳情も参っておる、こういうことも兼ね

合わせまして、土木事務所の方に御相識を申し上げ、まずお知らせとい

うあいさつ状だけで事足りるのか、どのように受け止めるのかというよ

うなことで実際話し合いをしてございます。

その結果、県といたしましでも、乙れでは十分ではないだろうという

乙とで、地元でまず話し合いをしてもらう乙とが一番大事だということ

で、建築主の方lとそのような指導を申し上げであるそうでございます。

そして、その経過等については、ひとつ文書で知らせてくれ、あるいは

同意の状況等についても持ってくるようにというような指導がなされた

というように聞いております。乙れからもそういうことで少なくとも法

令、条例で決められておるものはっきましては、かたく守らせるという

ような方向に進めていきたいと思います。

以上でございます。

o 1 1番{神田守降君} 今のお話伺うと、大変重大な点がございまし

たんで、確認をきしてもらいたいんですが……。

ピッグアイランド社の建築の計画概要は、その内容は詳細には現時点

ではわからないけれども、現在時点でも建築基準法lζ違反する部分が見

受けられる、だとすれば、話になりませんね。乙れは住民が同意したっ

て法律に違反しているものを建てるわけにいきませんから、住民の話し

合いをするとか、そういう乙と以前の問題です。乙れがまず第 1点。し

たがって、住民が話し合いなんてとんでもないといっているのは、論拠

があるし、根拠のある乙とだという点です。

ぞれから、もう一つは、燥が乙の話を進めるにあたっては、十分地元

との話し合いをしなさいよ、ピラ 1枚で事前公聞にならない、住民の同

意を持ってくるように、乙ういうような指導をしているということでご

ざいましたけれども、事前公開については、同意書については全く触れ

られていないわけですね。住民に説明をしなさいというのが指導指針の

内容であって、住民の同意であるか同意でないかという乙とは、あの指

導指針の申にはないけれども、千葉県ではその同意をもらってきなさい

よという指導をしている、乙ういう乙とで確認していいんですね。

ー
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。経済部長(安西良一君) 先ほどもちょっとお断り申し上げましたよ

うに、現時点では確認申請が出ておりませんので、このお知らせの内容

から判断すると、違反性があるということで考えております。

それから、住民の同意を持ってきなさいという乙とでございますが、

どういう意味でいわれたのかわかりませんですが、指導指針の申lとは同

意を求めなさいというその程度になっておるかと思います。しかしなが

ら、やはりその状況を判断するためにそうしたのかどうなのかわかりま

せんですが、そのように指導したというように聞いております。

以上でございます。

o 1 1番(神田守陸君) 大変、重要なことでございます。同意という

問題については非常に重要な内容を持っておろうかと思うんです。

そ乙で、次の質問でありますけれども、館山市自身が住宅環境保全条

例、乙ういうものをつくるのかという問題があるわけです。乙れについ

ては、先ほどの御答弁では、現行法で対処できるんだというお話でござ

いましたけれども、中高層建築物事前公開指導指針一一ー今回、住民が大

きなよりどころにいたしました乙の県の指導指針、乙れは住居地域につ

いては 10m以上という乙とでありましたけれども、そうでないぞれ以

外の地域になりますと 15mという乙とで、たまたまあそ乙は 13. 1 

9 mという申請で、船形堂の下は住居地域に指定されていたためになっ

たわけです。市内には住居地域でない地域もたくさんあります。全く色

の塗られてない地域もあるわけです。あす乙、色が塗られてなかったら

泣き寝入りしなきゃならないという事態は当然あったわけです。どんど

ん話が進んで確認申請も出ちゃって、気がついたときには大変だという

乙とになりかねなかったわけです。今回、そういう指導指針の申で事前

lとわかったという乙となんです。ですから一定の措置ができた。それに

ついてもいろいろ問題あるわけですけれども、そうでないと乙ろもたく

さん館山市内にあるわけです。

そういう点からすると、現行法で対処するということは都市計画の地

図で白く塗つであるところの人は知りませんよ、まあ泣いて、そういう

ことになってもしょうがない、そんなと乙ろに家を建てた人が悪いんだ

というふうにいわれるわけですけれども、そういうことでいいんですか。
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現行法で対処するというんですが、やはりここは紛争の事前予防、乙れ

を市として考えるべきじゃないですか。事前公開というのも紛争を事前

に予防する、そういう考えです。

住宅環境保全条例一一私が示しましたけれども、大分県の湯布院町一

一乙れ也事前予防ですよ、その条例の基本的な考え方は。これは大事な

ことだと思うんです。いざそういうものができてしまって、住民の住宅

環境が破壊されて、そういう申で問題になるというのは大変なことなん

です。ですから、事前に予防しましょう、そういうおそれのあるものは

住民との聞の話し合いの場をつくる。少なくともまず公開をして、話し

合いをして、話し合いがつかなければ第三者機関を入れて一定の結論を

出す乙ともしましょうよというのが湯布院町の住環境保全条例です。乙

れは当たり前じゃないですか。

その辺、やはり現行法で対処するではちょっと心もとない。まして、

今、申高層建築物の建設計画がメジロ押しじゃないですか。土木事務所

に行っヲて話聞いたら、あす乙もあります、乙 ζ もあります、次々出てき

ますよ。、どういう被害が周辺lと出るか、やはり住民は、白いと乙ろだと

規制はならないんですから、かからないんですから、やはり乙乙は、市

としては将来のリゾート云々という乙とを言う場合でも、乙乙は考えて

いかなきゃいけないポイントじゃないかと思うんですが、』先ほどの答弁

では現行法で対処するというんですけれども、市長さんどうですか。

。市長{半海良一君} 現在の段階は、現行法で対処してまいります。

o 1 1番(神田守隆君) 現在の場合はという乙とですが、ひとつピッ

グアイランド社のこれを一つの契機にして、私は検討していただきたい

とー思います。また、やりますよ。ほかにも出てきているんですから、乙

ういう話は。そのたびにやりますから。ですから、そのたびに問題にな

るんでは、ちっとも市政としてよくならないという乙とです。だからち

ゃんとやってくれというんですけれども、そういう答弁じゃしょうがな

いです。

それから、ゴルフ場の農薬使用規制の問題でありますが、実態の把握

を進め、住民から要望があれば乙うした環境保全協定を結ぶという乙と

で対処していきたいという乙とでありますから、そういう乙とで、また
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実態の把握がされた申で、乙うした問題点の分析をしていただきたいと

思うわけであります。

現在のゴルフ場 2カ所、さらに今後、ゴルフ場の計画もございます。

今後進出しようとするゴルフ場計画についても、こうした点を配慮しな

がら当然対処していただきたいと思います。

水源の保護条例についてでありますが、水源保護については宅地等開

発協議ということでゴルフ場の問題いろいろ対処してきた、そしてまた

今後の水源保護については県とも連絡をとりながら保護条例については

検討する、乙ういうことでございましたから、これは前向きの御答弁だ

というふうに理解をいたします。

そ乙で、今一一一きょう、あまり時聞がありませんから、詳しくありま

せんけれども、乙うした水源の保護の問題について、昨今、半導体工場

の公害問題という乙とで、君津で大変な問題になっている。乙れも館山

市にとっても、水源の確保という問題から非常に重要な問題でございま

す。したがって、館山市は、地下水志重要な水源にしておりますので、

水源の保護という点を考えた場合に、従来の漂流水の保護と同時に地下

水の保護、乙ういう面色合めて水源の保護という乙とについては御検討

をいただきたいという乙とを触れておきたいと思います。

図書館の開館の問題でございますが、開館時間は、土曜、日曜やって

いるから満足している一一本当ですか。教育長きんは、そういうふうに

は言えるんでしょうけれども、しかし、時間で縛られて勤務している勤

労者にとってはなかなかそういうわけにはいかないですね。館山市の図

書館の登録率というのは 60 0 0人ですか、約 1割ちょっとですね。浦

安は一一浦安の乙とを言っちゃ大変悪いですけれども、 65%です。住

民の過半数の人が図書館l乙登録しているんです。浦安は全国一の図書館

だといわれるくらい図書館政策が充実していますから、そういう点で単

純に比較しては気の毒ではありますけれども、しかし、北の浦安、南の

館山だというぐらいに図書館の施策については充実を期していただきた

いと思うんです。

現実lと、私が先ほど指摘いたしましたけれども、 8万 9903冊とい

う、約 9万冊の年間の叢書の貸出数、これはなかなか立派ですよ。住民
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が乙の本を借りずに、もし買えば 1櫨 5000万からの負担をしなきゃ

ならなかった、図書館のおかげで住民はそれだけの負担をしなかったん

だ、乙ういう財政効果というのは、住民サーピスというのは大変大きい

んです。 5時間から 7時まで 2時間開館時聞をもし延長するということ

で、乙の登録率が 1割そ乙そ乙から上がる、年間貸出数で 3000冊、

4 0 0 0冊ふえるという乙とになれば、非常に大きな財政効果あるわけ

です。市民サーピスがそれだけ充実できるわけです。

図書館の施策については、大変、まだ館山市の場合lζ は進んでいない

んじゃないか、もっともっと乙の図書館というものが住民にとって身近

なものとして、利用しやすいものとして考えなきゃならない、その乙と

は市民サーピスを図っていくという視点からしても大変効果のあるもの

だと思うんですが、乙ういう市の現在の貸出冊数について、市民サーピ

スの現況についてどういうふうに評価なさいますか。教育長さんお答え

ください。

0教育長{福原 修君} まず、御質問がございましたので、県下の市

立図書館ぬ開館時聞を調査きしていただきましたと乙ろ、市立図書館が

4 3館とぎいますが、館山市と同じ開館時聞を持っておりますのが 31 

館ございました。 8時間以上開館いたしておりますのは、市川市 1館で

ございまして、 9時半から 19時 30分まで、市川だけが特殊な開館時

聞を持っておりまして、他は大部分が開館時聞は 8時間でございまして、

8時間より少ないと乙ろも若手ございました。

御指摘のとおり、図書館というのは市民サーピス、地域の文化向上に

必要欠くべからざるものがございまして、確かに浦安図書館等、私も拝

見きしていただきましたけれども、非常にすばらしい、何とかしてあの

ような図書館まで追いつきたいものだというような考え方を持っており

ますけれども、館山市の現状といたしまして、現在のと乙ろ蔵書室をつ

くりましたし、また 2階にも閲覧室を設けまして、ぞれからいろいろな

冷暖房施設も施してまいりました。我々としては図書館のサーピスにつ

きまして精一杯の努力をいたしてきたつもりでございます。

したがいまして、開館時間の延長という乙とにつきましでも、もちろ

ん当然乙れは考えていかなきゃならない問題であるかもしれませんけれ



ども、職員も現状でよろしいんじゃないかというような意見もございま

すし、このような考えを申し上げた次第でございます。なお、もし、そ

ういうような必要性があるかどうか、これからも十分に調査をしながら

サーピスに努めていきたいと考えているわけでございます。

以上でございます。

o 1 1番(神田守隆君} ちょっと、教育長きん、私、今のは間違いが

あると思います。

御答弁で、人員的にも現状でとございましたけれども、図書館問題に

ついての答申が昭和 59年に出ている、乙の答申の申では、図書館司書、

専門職として現在 2人だ、しかし館山市の規模からすれば 7人の司書が

必要だ、要員の確保については引き続き留意されたいというのが図書館

の問題についての答申の一つの内容です。現在、図書館では司書は 2人、

そしてそれ以外一一一図書館の要員全部で 6人じゃないですか。そういう

現状ですから、司書が非常に少ないという点からしても、人員について

はやはりもっとふやしていく乙とを考えなきゃいけない。今、足りてい

るというのはちょっと違うんじゃないかと思います。

そして、乙の開館時聞を延長するには、どうしても職員を増員しなけ

ればできませんから、そういう乙とを含めてやはり増員をしていただき

たい、そして図書館の充実を図っていく。少なくとも、あす乙 lζ6万 5

000冊の蔵書がある、乙の蔵書はお金lと評価すれば 1憶になりますか

ら、乙ういう多くの蔵書が住民lζ利用されるかどうか、利用車がどうい

うふうに高められるか、今、乙れが大事ですよ。蔵書をふやす乙とも大

事だ、しかし同時に乙れが眠っていたんではしょうがない。もっと登録

者を 1割という水準からさらに 2割、 3割という水準に.引き上げる。住

民がもっと利用しやすいものにする。どうしてもやはりそれには開館時

間の問題については触れざるを得ないんじゃないか、そういう乙とで御

検討いただきたい。

終わります。

O議長(飯田義男君) 以上で、 11番議員神田守隆君の質問を終わり

ます。

以上で、通告者による一般質問を終わります。
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散 会午後 3時 o4分

。議長(飯田義男君) 本日の会議は乙れにて散会といたします。

なお、明 9月 13日から 15日まで議案調査のため休会、次会は 9月

1 6日午前 10時開会とし、その議事は一般議案及び補正予算の審議と

いたします。

乙の際、申し上げます。一般議案及び補正予算に対する質疑通告の締

め切りは 9月 14日正午、昭和 62年度各会計決算lと対する質疑通告の

締め切りは 9月16日正午でありますので、申し添えます。

0本日の会議に付した事件

1 行政一般通告質問
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